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セーフティネット支援対策等事業の実施について 

 

 

 標記については、地方自治体が地域の実情に応じ、生活保護受給者や低所得

者、ホームレスといった地域社会の支えを必要とする要援護者全般に一貫した

施策を推進し、地域社会のセーフティネット機能の強化を図ることができるよ

う、今般、既存の要援護者への自立・就労支援等を目的とする事業を統合・再

編し、別紙のとおり「セーフティネット支援対策等事業実施要綱」を定め、平

成１７年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 なお、本通知の施行に伴い「福祉施設経営指導事業の実施について」（平成

２年７月３１日社施第１０４号本職通知）、「都道府県福祉人材センター運営

事業の実施について」（平成６年３月２４日社援施第５５号本職通知）、「地

域福祉推進事業の実施について」（平成１３年８月１０日社援発第１３９１号

本職通知）及び「ホームレス対策事業の実施について」（平成１５年１２月４

日社援発第１２０４００１号本職通知）は廃止する。 



 

（別紙） 

 

セーフティネット支援対策等事業実施要綱 

 

１ 目的 

  地方自治体が生活保護受給世帯のほか、地域社会の支えを必要とする要援

護世帯に対する自立支援プログラムの策定や自立・就労に向けた様々な支援サ

ービスを総合的、一体的に実施することにより、地域社会のセーフティネット

機能を強化し、もって生活保護受給者を含む地域の要援護者の福祉の向上に資

することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  本事業の実施主体は、都道府県、市区町村、社会福祉協議会（以下「社協」

という。）等、各事業の実施要領による。 

 

３ 事業の種類 

  実施主体は、地域の実情に応じて、次に掲げる事業を実施するものとする。 

 

（１）自立支援プログラム策定実施推進事業 

   地方自治体における自立支援プログラムの策定・実施を推進するため、

生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制及び多

様かつ重層的なメニュー・各種サービスを整備する事業。 

 

（２）生活保護適正実施推進事業 

   生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護法施行事務監査、診療

報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化、収入資産調査の充実強

化等による認定事務の適正化、生活保護関係職員の資質向上のための研修

の実施、行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化、町村福祉事務

所の設置に対する支援等、各種適正化の取組を推進する事業。 

 

（３）地域福祉増進事業 

   地域社会の支えを必要とする要援護者の自立・就労を支援するため、福

祉サービスの利用援助や苦情解決、低所得世帯等を対象とした資金の貸付

け、福祉人材の養成・確保、さらに住民が相互に支え合う地域づくりの支

援等により、地域社会におけるセーフティネット機能を整備する事業。 

 

  ア 地域福祉基盤整備事業 

  （ア）民生委員・児童委員研修事業 

     民生委員・児童委員が要援護者に対して行う訪問や見守り、相談、

専門機関との連携等の活動を推進するため、必要不可欠な知識及び技

能を修得させる事業。 



 

（イ）福祉人材確保推進事業 

     社会福祉事業従事者の確保を促進するため、各都道府県に設置され

た福祉人材センター等の事業の推進を図るとともに、介護福祉士等指

定養成施設に在学する学生に対して修学資金を貸し付ける事業。 

    ａ 福祉人材確保重点事業 

      質の高い福祉人材を確保するため、社会福祉事業従事者及び社会

福祉事業に従事しようとする者の就業の援助、研修の企画及び実施、

社会福祉事業経営者に対する相談等を行う事業。 

    ｂ 介護福祉士等修学資金貸付事業 

質の高い介護福祉士及び社会福祉士の養成確保を図るため、都道

府県又は都道府県から委託を受けた都道府県社協が「介護福祉士等

修学資金の貸付けについて」（平成５年５月３１日発社援第１６４

号厚生事務次官通知）に基づき、介護福祉士指定養成施設等又は社

会福祉士指定養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資

格の取得を目指す学生に対して修学資金を貸し付ける事業。 

（ウ）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 

     経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に就 

労・研修できるように、受入施設における日本語学習及び介護分野の 

専門学習の支援を行う事業。 

（エ）都道府県喀痰吸引等研修事業 

  介護保険施設や障害者関係事業所等で喀痰吸引等業務を行う介護

職員等を養成するための研修を行う事業。 

（オ）社会福祉法人指導監督事業 

     適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、都

道府県、指定都市又は中核市が社会福祉法第５６条第１項の規定に基

づき実施する指導監査。 

（カ）社会福祉法人新会計基準研修事業  

社会福祉法人の会計担当職員及び監事等を対象に、新会計基準の基

本的な考え方、その取扱いなど、適切な運用が図られるよう必要な知

識を修得させる研修を行う事業。 

 （キ）消費生活協同組合指導監督事業 

都道府県が行う消費生活協同組合（生協）の検査について、事業の

健全性確保及び組合員の保護を図るため、検討委員会の開催や検査員

の資質を向上させる事業を実施し、生協に対する指導監督の充実強化

を図る事業。 

 （ク）災害救助対策等事業 

    ａ 災害救助対策事業 

      都道府県が管内市区町村に対して、災害救助関係職員を対象とし

た災害救助に関する実務的な研修等の実施や地域住民に対して広報

・啓発等を行い、災害救助法による応急救助の的確な実施を図る基

盤整備を行う事業。 



 

    ｂ 国民保護（救援）関連対策事業 

      武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に

基づく救援を円滑に実施できる体制整備を図るため、都道府県及び

指定都市が、管内市区町村が国民保護計画等を作成する上で、参考

となる救援マニュアルの作成等を行う事業。 

 

  イ 地域福祉支援事業 

  （ア）日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分

な者が地域において自立した生活が送れるようにするために、福祉サ

ービスの利用援助事業、当該事業に従事する者の資質の向上のための

事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行う

事業。 

（イ）生活福祉資金貸付事業 

     低所得世帯、障害者世帯、又は高齢者世帯が地域において安定した

生活を送れるようにするため、低所得者世帯等に対して必要な援助指

導及び資金の貸付等を行う事業。 

  （ウ）運営適正化委員会設置運営事業 

     福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び福祉サービスに

関する苦情の解決を行うため、都道府県社協において運営適正化委員

会を運営する事業。 

 

  ウ 地域福祉等推進特別支援事業 

    「既存の制度のみでは充足できない問題」や「制度の狭間にある問題」

など地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組、

支援を必要とする人々に対する福祉活動を活性化する取組、生活不安定

者に対する自立支援の取組、地域人材の活用を促進する取組に対する支

援を行う事業。 

 

  エ 安心生活創造事業 

住み慣れた地域において安心した生活が営むことができるよう生活課

題を抱えた者を早期に発見し、必要な対応を図っていくための体制整備

を支援する事業。 

 

オ ひきこもり対策推進事業 

    ひきこもり本人や家族等からの相談等の支援を行う「ひきこもり地域

支援センター」を整備し、地域におけるひきこもり対策の総合的な支援

体制を確保する取組を推進し、ひきこもり本人の自立の推進、本人及び

家族等の福祉の増進を図る事業。 

 

カ 地域生活定着促進事業 



 

高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者

及び退所者等の社会復帰と地域への定着をより促進する事業。各都道府

県に設置されている「地域生活定着支援センター」が、矯正施設、保護

観察所等、と連携・協働し、矯正施設入所中から退所後まで一貫した相

談支援を実施することにより、地域への定着を図る。 

 

（４）社会的包摂・「絆」再生事業 

   ホームレス又は現に失業状態又は日雇労働等の不安定な就労関係にあ

り、かつ、定まった住居を喪失し簡易宿泊所、終夜営業店舗等に寝泊まり

するなどの不安定な居住関係にある者、あるいは地域で孤立した生活を営

む者であり、かつ、支援がなければ路上生活等に陥るおそれのある者に対

して、巡回相談、宿所の提供、生活指導等を特定非営利活動法人等民間支

援団体と連携し、地域の実情に応じて一体的に行うことにより、これらの

者が地域社会で自立し、安定した生活が営めるよう支援する事業及び、コ

ミュニティが弱体化した地域において、高齢者、障害者、離職を余儀なく

された若年層等声を出しにくい者に配慮した、誰もが参加できる社会的包

摂の仕組みを取り入れ、地域コミュニティの復興を図る事業。 

 

（５）中国残留邦人等地域生活支援事業 

   中国残留邦人等の自立を支援するため、地域における支援ネットワーク

の構築、日本語学習者への支援、通訳の派遣等を行うことにより、地域の

一員として普通の暮らしを送れるよう支援する事業。 

 

  ア 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業 

    地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が地域の

日本語教室や交流事業等に気軽に参加できる仕組みをつくり、社会的自

立を促す事業。 

 

  イ 身近な地域での日本語教育支援事業 

    中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場を提供し、それぞれ

の状況に応じた支援を行う事業。 

 

  ウ 自立支援通訳等派遣事業 

    中国残留邦人等が長期にわたり海外にあったため、言葉や生活習慣等

の相違から定着先の地域社会において様々な困難に遭遇している現状を

踏まえ、日常生活上の相談、公共機関等のサービス利用時の通訳、就労

のための相談及び定着当初における健康相談等の援助を行うことによ

り、地域において安心した生活が送れるよう支援する事業。 

 

  エ 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業 

    中国残留邦人等の個々のニーズを踏まえつつ、支援・相談員、自立指



 

導員及び市区町村等プログラム担当者が連携して、「地域生活支援プロ

グラム」を策定し、日本語学習、就労・生活等の支援を行う事業。 

 

オ 支援給付適正実施推進事業 

    支援給付の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検強化等

による医療支援給付の適正化、居宅介護支援計画点検等強化による介護

支援給付の適正化、収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化

の取組を推進することを目的とする。 

 

４ 事業の実施 

  各事業の実施は次によること。ただし、「介護福祉士等修学資金貸付事業」、

「生活福祉資金貸付事業」を除く。 

 

（１）自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領（別添１） 

 

（２）生活保護適正実施推進事業実施要領（別添２） 

 

（３）地域福祉増進事業 

  ア 民生委員・児童委員研修事業実施要領（別添３） 

イ 福祉人材確保重点事業実施要領（別添４） 

  ウ 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業実施要領（別添５） 

 エ  都道府県喀痰吸引等研修事業実施要領（別添６）  

オ 社会福祉法人指導監督事業実施要領（別添７） 

カ 社会福祉法人新会計基準研修事業実施要領（別添８）  

  キ 消費生活協同組合指導監督事業実施要領（別添９） 

  ク 災害救助対策等事業実施要領（別添 10） 

  ケ 日常生活自立支援事業実施要領（別添 11） 

  コ 運営適正化委員会設置運営事業実施要領（別添 12） 

  サ 地域福祉等推進特別支援事業実施要領（別添 13） 

  シ 安心生活創造事業実施要領（別添 14） 

  ス ひきこもり対策推進事業実施要領（別添 15） 

  セ 地域生活定着促進事業実施要領（別添 16） 

 

（４）社会的包摂・「絆」再生事業実施要領（別添 17） 

   

（５）中国残留邦人等地域生活支援事業 

  ア  地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業実施要領（別添

18） 

  イ 身近な地域での日本語教育支援事業実施要領（別添 19） 

  ウ 自立支援通訳等派遣事業実施要領（別添 20） 

  エ 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要領（別添 21） 



 

  オ 支援給付適正実施推進事業実施要領（別添 22） 

 

５ 国の補助 

  国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の

範囲内で補助するものとする。 



 

（別添１） 

 

自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、地方自治体における自立支援プログラムの策定・実施を推進す

るため、生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制

及び多様かつ重層的なメニュー・各種サービスの整備を図ることを目的とす

る。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（町村については

福祉事務所を設置している町村に限る。）とする。ただし、３（９）の事業

については、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長、市区町村長が適切

に事業を実施できると認めた社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動促進

法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）

等も実施主体とすることができる。なお、実施主体が適当と認める民間団体

等に事業の全部又は一部を委託することができる。 

 

３ 事業内容 

（１）就労支援事業 

就労支援員、キャリアカウンセラー等を確保し、就労意欲の喚起、履歴

書の書き方や面接の受け方の指導、公共職業安定所への同行訪問等を行

い、就労による経済的自立の支援を図る。 

 

（２）就労意欲喚起等支援事業 

就労意欲や生活能力・就労能力が低いなどの就労に向けた課題をより多

く抱える被保護者に対して、就労意欲の喚起を図るための支援を行うこと

で既存の就労支援策へスムーズにつなげるとともに、既存の施策による就

労支援が難しい被保護者に対しては、就労意欲の喚起から、職業訓練、職

業紹介、就職活動、離職防止までの総合的な支援を行い、被保護者に対す

る就労支援策の更なる充実を図る。 

 

（３）精神障害者等退院促進事業 

保健師、精神保健福祉士、社会福祉士（生活保護精神障害者退院推進員）

等を確保し、退院までの課題分析、患者・家族との相談、退院先の確保・

調整等を行い、精神障害者等社会的入院患者の退院、地域移行を円滑に推

進する。 

 

（４）健康管理支援事業 

保健師、管理栄養士、精神保健福祉士等の保健医療福祉に専門的知識を



 

有する者を確保し、日常生活の健康管理が困難な者に保健指導を行うこと

により、これらの者の自立阻害要因の解消を図る。 

（５）健康診査及び保健指導活用推進事業 

指定都市、中核市又は市区町村の健康増進部局が健康増進法に基づき、

被保護者等に対する健康診査及び保健指導を実施する場合に、生活保護担

当部局において積極的に連携・協力し、被保護者の生活習慣病の予防・改

善を図る。 

 

（６）稼働能力判定会議設置事業 

複数の専門的知識のある者で構成する稼働能力判定会議を設置し、稼働

能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等を行い、就労支援の

充実を図る。 

 

（７）自立支援業務に関する研修事業 

被保護者の自立を支援するために必要な対人援助技術やケースワーク等

に関する研修を実施することにより、福祉事務所職員の専門性の向上を図

る。 

 

（８）社会的な居場所づくり支援事業 

「社会的な居場所づくり支援事業の実施について」（平成２３年３月

３１日社援保発０３３１第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に

基づき、ＮＰＯ法人、企業、市民等と行政とが協働する「新しい公共」に

より、社会から孤立しがちな生活保護受給者への様々な社会経験の機会の

提供や、貧困の連鎖を防止するために生活保護世帯等の子どもの学習支援

を行うなど、生活保護受給者の社会的自立を支援する取組の推進を図る。  

 

（10）日常・社会生活及び就労自立総合支援事業（自立支援におけるトランポ

リン機能の強化） 

「日常・社会生活及び就労自立総合支援事業（自立支援におけるトラン

ポリン機能の強化）」（平成２４年４月５日社援保発０４０５第１号厚生

労働省社会・援護局保護課長通知）に基づき、生活保護受給者及び生活保

護に至る可能性のある者を対象に、日常生活習慣の改善、就労のための基

礎技能習得、個別求人開拓等を総合的に実施する事業。  
 

（11）その他自立支援プログラム実施体制整備事業 

  

（９）居宅生活移行支援事業 

「居宅生活移行支援事業の実施について」（平成２３年３月３１日社援

保発０３３１第２号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に基づき、無

料低額宿泊施設等において、入所中の被保護者に対して自立･就労支援等

を行う職員を配置する等、居宅生活等への移行を促進する事業。 



 

上記（１）から（10）までの事業以外で自立支援プログラムの実施体制

の整備に関する事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別添２） 

 

生活保護適正実施推進事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護法施行事務監

査、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化、収入資産調査の

充実強化等による認定事務の適正化、生活保護関係職員の資質向上のための

研修の実施、行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化、町村福祉事

務所の設置に対する支援等、各種適正化の取組を推進することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

（１）生活保護法施行事務監査等事業 

   実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。 

 

（２）生活保護適正化事業 

   実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（町村について

は福祉事務所を設置している町村に限る。）とする。ただし、生活保護特

別指導監査事業については、都道府県又は指定都市とし、町村福祉事務所

設置推進支援事業については、都道府県又は町村とする。 

 

３ 事業内容 

（１）生活保護法施行事務監査等事業 

   都道府県又は指定都市が生活保護法第２３条第１項に基づき実施する生

活保護法施行事務監査並びに都道府県、指定都市又は中核市が法第４４条

第１項に基づき実施する保護施設に対する指導監査、法第５４条第１項に

基づき実施する指定医療機関に対する指導・検査、法第５４条の２に基づ

き実施する指定介護機関に対する指導・検査及び精神科嘱託医等を設置す

る事業。 

 

（２）生活保護適正化事業 

  ア 生活保護特別指導監査事業 

    一般指導監査、特別指導及び確認監査の実施を通じて福祉事務所の抱

える問題点の分析と適切な対応策の検討を行い、併せて新たな指導監査

手法を確立することにより、保護の適正実施と実施水準の一層の向上を

図る。 

 

  イ 診療報酬明細書点検等充実事業 

    外部委託又は嘱託職員の雇用等により、診療報酬明細書の資格審査、

内容点検（単月・縦覧）を強化し、診療報酬の決定の適正化を図るとと

もに、指定医療機関による診療報酬請求の適正化を図る。 



 

    ウ 医療扶助適正実施推進事業 

    後発医薬品の使用促進など医療扶助の適正化対策を推進するため、福

祉事務所に医療扶助相談・指導員を配置すること等により、生活保護受

給者への助言指導や医療機関・薬局等への制度の周知・協力依頼を行う

など医療扶助の適正化を図る。 

 

  エ 居宅介護支援計画点検等強化事業 

    外部委託又は介護支援専門員等を雇用し、生活保護受給者の自立支援、

ケアプランの点検、当該者に対する介護サービスの利用にかかる指導・

援助及び指定介護機関との連絡調整等を行うことにより、介護扶助の適

正な給付を図る。 

 

  オ 認定等事務適正化事業 

  （ァ）収入資産状況把握等充実事業 

     収入申告書の徹底や関係先調査の実施等によって収入資産状況を的

確に把握することにより、不正受給の防止を図る。 

  （イ）扶養義務調査充実事業 

     扶養義務者に対し扶養能力調査を定期又は随時に実施すること等に

より、扶養義務の履行の促進を図る。 

  （ウ）体制整備強化事業 

     専任の面接相談員等を雇用することにより、他法他施策の活用も含

めたきめ細かな指導援助の実施、援助困難ケースに対する指導援助体

制の整備強化を図る。 

 

 カ 行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化事業 

    暴力団員等に対する生活保護の取扱いをさらに徹底するとともに、そ

の実行を期すため、警察との連携体制の構築や暴力団情勢等に関する情

報交換、行政対象暴力に関する研修等を開催すること等により、行政対

象暴力による不正受給の防止を図る。 

 

  キ 関係職員等研修・啓発事業 

    所内研修の実施や各種研修会への参加等により、生活保護関係職員の

資質向上を図る。 

 

  ク 業務効率化事業 

    ＩＴを活用することにより生活保護業務の効率化を図る事業。 

 

  ケ 町村福祉事務所設置推進支援事業 

生活保護受給者を含む要援護者の自立した生活を地域で支えるため、

都道府県福祉事務所における生活保護等の事務の、町村への移行に取り

組む自治体を支援する。 



 

  （ア）都道府県事業 

     福祉事務所を単独で設置又は一部事務組合・広域連合を設けて設置

する町村へ都道府県が支援する事業。 

  （イ）町村事業 

     福祉事務所を単独で設置又は一部事務組合・広域連合を設けて設置

する町村が実施する事業。 

   

  コ その他適正化事業 

    上記アからケまでの事業以外で生活保護をはじめとする社会福祉行政

の適正化に資する事業。 

 

４ その他 

（１）上記３（２）アの「生活保護特別指導監査事業」の実施に当たっては、

次の事項に留意すること。 

  ア 事前準備 

  （ア）当該事業の対象となる福祉事務所の選定に当たっては、前年度の監

査において、実施水準が低いなど、特に重点的に指導が必要な福祉事

務所を選定すること。 

  （イ）当該福祉事務所の現状及び課題について事前検討を行い、重点的着

眼点を策定すること。 

  （ウ）監査体制については、重点的着眼点に応じ、関係部局職員が参画す

るなど、監査が効果的に行える体制とするよう努めること。 

 

イ 一般指導監査 

（ア）検討対象ケースを選定する上では、あらかじめ策定した重点着眼点

を踏まえること。 

   

  （イ）（ア）によるケース検討の結果、是正改善を要するケースについて

は、改善事項及び今後の援助方針を「ケース指導台帳」に記入し保管

しておくこと。この場合、特に是正改善が求められるケースについて

の今後の援助方針は、現業員及び査察指導員と十分協議の上、具体的

に明確にしておくこと。 

また、（イ）の事項別検討の結果、面接相談及び保護廃止時の指導

援助が不適切である場合には、所長等幹部職員に対して指導を徹底す

るとともに、文書により具体的改善内容を指示すること。 

  （ウ）一般指導監査終了後、当該福祉事務所の抱えている問題点の分析及

びその改善方策について、組織的に検討するとともに、特別指導、確

認監査の方針を決定すること。 

  （エ）上記（ア）から（ウ）以外の事項については、生活保護法施行事務

監査の例により行うこと。 

 



 

  ウ 特別指導 

    一般指導監査終了後、当該福祉事務所の問題事項にかかる対応状況の

把握及び指導のため、ヒアリング、巡回指導等の特別指導を実施するこ

と。 

 

  エ 確認監査 

    確認監査は、ケース指導台帳に登載したケース及びその他の問題点の

是正状況等の確認を行うため、一般指導監査終了後６か月以上経過した

後に実施すること。 

    この場合、是正点の改善状況は一般指導監査の是正結果報告を確認監

査実施前に徴し、これに基づき実施すること。 

    なお、確認監査後においても必要があれば、再度特別指導を行うこと。 

 

  オ 実施後の措置 

上記アからエの一連の取組の後、指導監査手法の検討を行い、より適

切な指導監査手法を確立すること。 

 

  カ その他 

  （ア）本事業の実施計画及び実施結果報告については、別途通知に基づく

様式により報告すること。 

  （イ）この監査を行う福祉事務所については、生活保護法施行事務監査は

実施しないこととして差し支えないこと。 

  （ウ）本事業は、原則として当該年度中に完了するよう計画し、実施する

こと。 

 

（２）上記３（２）イの「診療報酬明細書点検等事業」の実施に当たっては、 

次の事項に留意すること。 

ア 診療報酬明細書の資格審査、内容点険（単月・縦覧）は、その対象と

なる全ての診療報酬明細書について実施すること。 

イ 事業の実施に当たっては、四半期ごとに点検ごとの「対象件数」、「点

検件数」を厚生労働省に報告すること。 

 

（３）上記３（２）クの「町村福祉事務所設置推進支援事業」の実施に当たっ

ては、次の事項に留意すること。 

  ア 本事業の実施に当たり、都道府県と町村は十分な協力と連携を図るこ

と。 

イ 本事業は、福祉事務所を設置する日の属する年度及びその前年度に実

施するものとする。 



 

（別添３） 

 

民生委員・児童委員研修事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、民生委員・児童委員が相談援助活動等を行う上で必要不可欠な

知識及び技術を修得させることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。ただし、地域の実情

に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる都道府県社協、指定都市

社協、社会福祉法人又はＮＰＯ法人等に事業の全部又は一部を委託すること

ができる。 

 

３ 事業内容 

  実施主体は、次に掲げる方法等により民生委員・児童委員の研修を行う。 

（１）単位民生委員・児童委員協議会会長を対象にした、単位民生委員・児童

委員協議会会長として必要な指導力を修得させるための研修 

（２）中堅（２期目以上）の民生委員・児童委員を対象にした、相談援助活動

等を行う上で必要な活動力を修得させるための研修 

（３）新任の民生委員・児童委員を対象にした、相談援助活動等を行う上で必

要な基礎的知識及び技術を修得させるための研修 

 

４ 事業の実施 

（１）研修を計画するに当たっては、民生委員・児童委員協議会等と連携する

よう留意すること。 

（２）すべての民生委員・児童委員が、３年の任期中に少なくとも１回は研修

を受講できるよう配慮すること。 

（３）市町村、社協、各種相談所等において民生委員・児童委員に関係のある

業務を行う者であって必要と認めた者に研修を受講させることは差し支

えないこと。 

 

５ その他 

  研修への参加に要する旅費は、受講者の自己負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別添４） 

 

福祉人材確保重点事業実施要領 

 

１ 都道府県福祉人材センターが行う福祉人材確保重点事業 

 

（１）目的 

   本事業は、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者

の就業の援助、研修の企画及び実施、社会福祉事業経営者に対する相談等

を行うことにより、豊かな人間性を備えた資質の高い福祉人材を確保する

とともに、これらの人材の専門的知識・技術及び意欲を高め、もって地域

社会におけるセーフティネット機能の強化を図ることなどを目的とする。  

 

（２）実施主体 

   実施主体は、都道府県とする。ただし、社会福祉法第９３条第１項に基

づき都道府県知事が指定した社会福祉法人に委託することができる。 

 

（３）事業内容 

  ア 基本事業 

（ア）福祉に関する啓発活動の実施 

     福祉サービスに関する理解と関心を高め、社会福祉を目的とする事

業への就労を促進するための啓発・広報を行う。 

（イ）社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究の実施 

     都道府県内の社会福祉事業の人材確保の現状と今後の動向について 

の情報収集及び調査研究を行う。 

（ウ）福祉人材確保相談援助の実施 

     社会福祉事業経営者に対し、社会福祉事業従事者の確保に関する相

談に応じ、基本指針に規定する措置の実施に関する技術的事項につい

て必要な援助を行う。 

  （エ）社会福祉事業従事者に対する研修の企画及び実施 

     社会福祉事業従事者に対し、必要な知識及び専門技術等に関する研

修の企画及び実施を行う。 

（オ）社会福祉事業従事者の確保に関する説明会、講習会等の実施  
社会福祉事業に従事しようとする者等に対し、就職説明会や講習会、

福祉講座等を実施する。  
（カ）社会福祉事業に従事しようとする者に対する就業の援助の実施 

   福祉分野において労働者を雇用しようとする求人者と就業しよう

とする求職者の申し込みを受け、両者間の雇用関係を成立させるため

無料であっせんや求人情報の提供等を行う。 

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象機関等については、

「都道府県福祉人材センター等で行う無料職業紹介事業の取扱いに



 

ついて」（平成１８年２月１７日社援発第０２１７００１号本職通

知）に留意すること。 

  （キ）その他、社会福祉事業従事者の確保に資する業務の実施 

 

  イ 重点事業 

    基本事業に掲げる事業（（カ）の福祉人材無料職業紹介事業を除く）

のうち、それぞれの地域に応じた需要に対する重点的事業、先駆的・試

行的事業又は福祉人材確保重点実施期間に関連して行われる事業であっ

て、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれる事業として厚生労働

大臣が認めた事業。 

 

（４）留意事項 

  ア 職員 

  （ア）都道府県福祉人材センター（以下「都道府県センター」という。）

には、事業の管理運営に必要な職員を置くものとする。なお、事業を

適正かつ円滑に行うため、福祉に関して十分な知識を有する職員を配

置するとともに、本事業の責任者を定めるものとする。 

  （イ）事業に従事する職員は、業務上知り得た法人、施設及び個人に関す

る秘密を厳守すること。 

  イ 都道府県センター運営委員会の開催 

    事業を円滑かつ効果的に実施するため、社会福祉施設経営者協議会等

求人側の各種団体、社会福祉士会、介護福祉士会等の職能団体、介護福

祉士養成施設等の社会福祉教育機関、都道府県、市町村社協、福祉人材

バンクの代表者等実務者等から構成されたメンバーによる都道府県セン

ター運営委員会を設置すること。 

  ウ コンピュータ等情報機器の積極的な活用 

    全国共通の業務ソフトによるコンピュータ等の広範多岐にわたる積極

的な活用により、求人・求職情報等の迅速かつ的確な情報提供、資料作

成等を行い、効果的な福祉人材確保対策を推進すること。 

  エ 支所の設置 

  （ア）広域的な福祉人材確保対策の推進を図るため、必要な地域に都道府

県センターの支所として福祉人材バンクを設置することができる。 

  （イ）必要に応じて福祉人材バンクの実施する事業に対し、指導、助言を

行うこと。 

  オ 職業安定法との関係 

  （ア）福祉人材無料職業紹介事業については、職業安定法に基づく許可を

受けなければならない。 

  （イ）事業の実施に当たっては、職業安定機関等と相互の連携を図り、常

時密接な連絡を保つこと。 

  カ 他の都道府県センターとの連携 

    隣接する都道府県等の都道府県センターと連携を図り、より広域的な



 

福祉人材確保対策を推進すること。 

  キ 中央福祉人材センターへの定期報告等 

  （ア）都道府県センターは、中央福祉人材センター（以下「中央センター」

という。）の定めるところにより、中央センターに対し、都道府県内

の福祉人材バンクを含めた、求人、求職、あっせん状況等に関する業

務実績について定期的な報告を行うこと。 

  （イ）その他都道府県センターは、中央センター及び都道府県内の福祉人

材バンクと常時密接な連携を図りつつ、効果的な福祉人材確保対策を

推進すること。 

 

（５）その他 

   事業の実施に当たっては、運営委員会を構成する関係団体等はもとより、

市町村、ナースセンター（「都道府県ナースセンター事業の実施について」

（平成１０年７月３日健政発８００号厚生省健康政策局長通知）参照）等

とも密接に連絡をとり、円滑な運営を図るものとする。 

 

２ 福祉人材バンクが行う福祉人材確保重点事業 

 

（１）目的 

   本事業は、地域住民に福祉についての啓発を行うとともに、都道府県セ

ンターと一体的に福祉人材の育成及び潜在福祉人材の就労促進に必要な

事業を実施することにより、地域社会におけるセーフティネット機能の強

化を図ることなどを目的とする。 

 

（２）実施主体 

   実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。ただし、社会福祉

法人に委託することができる。 

 

（３）事業内容 

  ア 基本事業 

（ア）福祉サービスに関する啓発活動の実施 

     地域住民に対し、福祉サービスに関する理解と関心を高め、社会福

祉を目的とする事業への就労を促進するための啓発・広報を行う。 

（イ）社会福祉事業に従事しようとする者に対する就業の援助の実施 

   福祉分野において労働者を雇用しようとする求人者と就業しよう

とする求職者の申し込みを受け、両者間の雇用関係を成立させるため

無料であっせんや求人情報の提供等を行う。 

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象機関等については、

「都道府県福祉人材センター等で行う無料職業紹介事業の取扱いに

ついて」（平成１８年２月１７日社援発第０２１７００１号本職通

知）に留意すること。 



 

 

  （ウ）その他、社会福祉事業従事者の確保に資する事業の実施 

  イ 重点事業 

    基本事業に掲げる事業（（イ）の福祉人材無料職業紹介事業を除く）

のうち、それぞれの地域に応じた需要に対する重点的事業、先駆的・試

行的事業又は福祉人材確保重点月間（仮称）に関連して行われる事業で

あって、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれる事業として厚生

労働大臣が認めた事業。 

 

（４）留意事項 

  ア 職員 

  （ア）福祉人材バンクには、事業の管理運営に必要な職員を置くものとす

る。なお、事業を適正かつ円滑に行うため、福祉に関して十分な知識

を有する職員を配置すること。 

  （イ）事業に従事する職員は、業務上知り得た法人、施設及び個人に関す

る秘密を厳守すること。 

  イ コンピュータ等情報機器の積極的な活用 

    都道府県センターで利用している全国共通の業務ソフトによるコンピ

ュータ等の広範多岐にわたる積極的な活用により、求人・求職情報等の

迅速かつ的確な情報提供、資料作成等を行い、効果的な福祉人材確保対

策を推進すること。 

  ウ 都道府県センターへの報告等 

  （ア）福祉人材バンクは、都道府県センター及び中央センターの定めると

ころにより、都道府県内の都道府県センターに対し、求人、求職、あ

っせん状況等に関する業務実績について随時報告を行うこと。 

  （イ）都道府県センターが実施する事業について協力、支援を行うこと。 

  （ウ）その他福祉人材バンクは、中央センター、都道府県内の都道府県セ

ンター及び近隣の福祉人材バンクと常時密接な連携を図りつつ、効果

的な福祉人材確保対策を推進すること。 

  エ 職業安定法との関係 

  （ア）福祉人材無料職業紹介事業については、職業安定法に基づく許可を

受けなければならない。 

  （イ）事業の実施に当たっては、職業安定機関等と相互の連携を図り、常

時密接な連絡を保つこと。 

  オ 関係機関及び団体との連携 

    福祉人材バンク運営事業を円滑かつ効果的に実施するため、対象地域

の社会福祉施設経営者、職能団体、社会福祉教育機関、都道府県、市町

村、市町村社協、ナースセンター等と常時連携を図ること。 

 

 

 



 

（別添５） 

 

外国人介護福祉士候補者受入施設 

学習支援事業実施要領 

 

１ 目 的 

経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者（以下、「候補

者」という。）が円滑に就労・研修できるように、受入施設における日本

語学習及び介護分野の専門学習の支援を行う。 

 

２ 実施主体 

実施主体は都道府県とする。ただし、都道府県が適当と認める団体に事

業の全部又は一部を委託することができる。 

 

３ 事業内容 

受入施設における候補者の日本語学習（日本語学校への通学等）及び介

護分野の専門知識の学習（民間業者が実施する模擬試験への参加等）に係

る費用を助成する。 

なお、候補者一人あたりの助成額は、23.5万円以内とする。 

 

４ 留意事項 

      受入施設において、候補者の日本語及び介護分野の専門知識等の取得

状況に応じた研修（学習）計画等が策定されていることを事前に確認す

ること。 

     



 

（別添６） 

 

都道府県喀痰吸引等研修事業実施要領 

 

１ 目的 

介護職員等による喀痰吸引等がより安全に提供されるため、適切に喀痰吸

引等の行為を行うことができる介護職員等を養成することを目的とし、研修

事業等を実施する。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県とする。ただし、喀痰吸引等の研修事業については、

事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる研修実施機

関に委託できるものとする。 

 

３ 対象者 

（１）第一号、第二号研修 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループ

ホーム、障害者（児）施設等（医療施設を除く）、訪問介護事業者等に

就業している介護職員等（介護福祉士を含む。）を対象とする。 

 

 （２）第三号研修 

    介護福祉士、障害者（児）サービス事業所及び障害者（児）施設、介

護保険施設等（医療機関を除く。）に就業している介護職員等（介護福

祉士を含む。）や、特別支援学校の教員、保育士等、特定の利用者に対

して喀痰吸引等の行為を行う必要のある者を対象とする。 

 

４ 事業内容 

 （１）介護職員に対する喀痰吸引等の研修事業 

   ａ 第一号、第二号研修事業 

     特別養護老人ホーム等施設及び居宅において喀痰吸引等業務を行う

介護職員等を養成するため、都道府県単位で研修を実施する。 

     研修については「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改

正する省令」（平成 23 年厚生労働省令第 126 号）の別表第一、第二

に規定する基本研修（講義、演習）及び、実地研修を行う。研修の詳

細な実施方法等については、別途定める喀痰吸引等研修実施要綱に基

づき実施し、全課程を修了した者に対しては修了証明書を都道府県知

事より交付する。 

 

   ｂ 第三号研修事業 

     障害者支援施設等において喀痰吸引等業務を行う介護職員等を養成

するため、都道府県単位で研修を実施する。 



 

     研修については「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改

正する省令」（平成 23 年厚生労働省令第 126 号）の別表第三に規定

する基本研修（講義、演習）及び、実地研修を行う。研修の詳細な実

施方法等については、別途定める喀痰吸引等研修実施要綱に基づき実

施し、全課程を修了した者に対しては修了証明書を都道府県知事より

交付する。 

 

 （２）その他の事業 

   ａ 都道府県「研修実施委員会」設置促進事業 

喀痰吸引等の研修事業を効果的に実施するために、各都道府県にお

いて研修実施委員会を設置、運営する。委員会では研修機関の確保

も含めた平成２４年度の研修実施計画を策定する他、研修指導者の

選定や研修で用いる教材の選定等を行う。 

 

   ｂ 指導者育成事業 

介護職員に対するたんの吸引等の研修において指導にあたる者に

対して、国の指導者講習を受講した者による事前の講習会（伝達講

習）を実施する。 

 

   ｃ その他 

     都道府県喀痰吸引等研修の円滑な実施に必要と考えられる事業。 

 

５ その他 

（１） 別途定める研修実施要綱は、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部

を改正する法律の施行について」（平成２３年１１月１１日社援発１

１１１第１号厚生労働省社会・援護局長通知）に基づく喀痰吸引等研

修実施要綱とする。 

 

（２） 経理については、「４ 事業内容」に掲げる区分（a、ｂ等の最小事

業単位）ごとに管理するものとする。 

 

 （３） 本事業終了後は、交付に係る報告書の他、別途定める様式に従って

研修修了者数等について報告を行うこと。 



 

（別添７） 

 

社会福祉法人指導監督事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、社会福祉法第５６条第１項の規定に基づき、関係法令、通知に

よる法人運営、事業経営についての指導事項について監査を行うとともに、

運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって、適正な法人運営

と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。 

 

３ 事業内容 

  社会福祉法第５６条第１項の規定に基づき都道府県、指定都市又は中核市

が行う社会福祉法人に対する指導監査 

 

４ 実施方法等 

（１）指導監査の実施に当たっては、監査の方針、実施時期及び具体的方法等

について指導監査の実施計画を策定した上で、「社会福祉法人指導監査要

綱の制定について」（平成１３年７月２３日厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）の別添「社会福祉法人指導

監査要綱」に基づき、法人からその業務又は会計の状況に関して、関係書

類の報告を求め、法人の役員又は関係職員から法人の業務及び財産の状況

について聴取する等の方法により実施すること。 

 

（２）指導監査は一般監査と特別監査とし、一般監査は、指導監査実施計画に

基づき実地監査又は書面による監査により実施し、特別監査は、運営等に

問題を有する法人を主な対象として随時実施すること。 

 

（３）なお、新たに設立された法人及び前回の指導監査によって問題が認めら

れた法人並びに不祥事の発生した法人に対しては、一般監査にとどまら

ず、改善が図られるまで重点的かつ継続的に特別監査を実施すること。 

 

 



 

（別添８） 

 

社会福祉法人新会計基準研修事業実施要領 

 

１ 目的 

  社会福祉法人の会計処理については、様々なルールが併存していたことを

踏まえ、会計処理基準を一元化し、経営実態をより正確に反映するために、 

新たな社会福祉法人会計基準（以下「新会計基準」という。）が制定された

ことに伴い、新会計基準の適切な運用が図られるよう必要な知識を修得させ

ることを目的とする。  
 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。 

 

３ 事業内容 

  実施主体は、社会福祉法人の会計担当職員及び監事等を対象に、新会計基

準の会計処理の基本的な考え方、その取扱いなど、適切な運用が図られるよ

う必要な知識を修得させる研修を行う。 

 

４ 事業の実施  
（１）研修の計画及び実施にあたっては、必要に応じ公認会計士等の会計専門

家と連携するなど、内容の充実、効果的な実施に努めること。 

（２）法人設立準備中の団体など、必要と認めた者に研修を受講させることが

できるものとすること。  
（３）実施主体が主催する社会福祉法人に対する研修会等と併せて実施するこ

とは差し支えないこと。  
 

５ その他  
  本研修会への参加に要する旅費は、受講者の自己負担とする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別添９） 

 

消費生活協同組合指導監督事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、消費生活協同組合（以下「生協」という。）の事業の健全性の

確保及び組合員の保護を図るため、生協検査検討委員会の開催や生協担当職

員の資質を向上させるための研修を行うことにより、生協に対する指導監督

の充実強化を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県とする。 

 

３ 事業内容 

（１）生協検査検討委員会の設置 

   生協に対する指導監督を円滑かつ効果的に実施するため、生協検査検討

委員会を設置し、都道府県の管内生協の実情に応じた指導監督マニュアル

等の作成及び指導監督に当たっての必要な助言を行う事業。 

（２）生協担当職員研修会の開催 

   生協担当職員の必要な知識を習得させるための研修会の実施。 

 

４ 留意事項 

（１）生協検査検討委員会の設置に当たっては、会計士、中小企業診断士等の

専門家を委員に活用するなど、必要な体制整備を行うこと。 

（２）研修会の開催に当たっては、会計士、中小企業診断士等の専門家を講師

に活用するなど、都道府県の実情に応じた内容にすること。 

 



 

（別添１０） 

 

災害救助対策等事業実施要領 

 

１ 災害救助対策事業 

（１）目的 

   本事業は、災害救助法による応急救助の実施に関し、災害時において第

一線で被災者に接し、災害救助法の適切な運用を図ることが要請される市

町村の災害救助関係職員に対し、災害救助に関する実務的な研修等を行う

とともに、応急救助が国民の協力なくしては実効あるものとならないこと

から、地域住民に対して災害救助制度に関する広報・啓発を行い、災害救

助法による応急救助の的確な実施を図る基盤整備を行うものである。 

 

（２）実施主体 

   実施主体は、都道府県とする。 

 

（３）事業内容 

  ア 市町村災害救助関係幹部職員連絡会議 

    管内市町村の災害救助関係幹部職員に対し、災害救助法に基づく応急

救助制度の周知徹底を図るとともに、相互支援を迅速に行うための連絡

協議を行う。 

 

  イ 市町村災害救助担当職員研修会 

    管内市町村の災害救助担当職員に対し災害救助法に基づく応急救助制

度や災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金及び災害障害

見舞金並びに災害援護資金の貸付等、災害発生後速やかに市町村が実施

すべき業務についての理解を深め、さらに、各市町村の個々の災害時の

対応や平時からの備え（高齢者や障害者等（以下、「災害時要援護者」

という。）対策を含む）について情報交換を図る等の研修を行う。 

 

  ウ 災害救助制度に関する啓発・広報の推進 

    地域住民に対し、災害救助制度に関する理解と関心を高めるため、リ

ーフレット等の作成及び配布、講演会の開催等を行い、万が一発生した

際において、応急救助が住民の協力を得て円滑に実施されるための基盤

作りを進める。 

 

  エ その他災害救助の的確な実施等に資する事業 

    災害救助法による応急救助の的確な実施、災害時要援護者（避難支援、

避難所対策等）マニュアルの作成等、災害弔慰金・災害援護資金施行事

務の適切な実施を図る。 

 



 

（４）実施上の留意事項 

  ア 本事業の実施に当たっては、日本赤十字社支部、その他災害救助関連

団体との連携に十分配慮すること。 

 

  イ 本事業は、事業の趣旨に合う内容であれば、災害救助法担当部局以外

の部局が実施する事業についても補助対象とするので、関係部局と調整

の上活用すること。 

 

  ウ 市町村災害救助関係幹部職員連絡会議及び市町村災害救助担当職員研

修会については、管内市町村から必ず１名以上の参加が得られるよう努

めること。 

 

  エ 研修会等の開催時期の選定に当たっては、対象者が参加しやすい時期

を考慮して決定すること。 

 

  オ 本事業の活用により、管内市町村の災害発生時における連絡体制や備

蓄の状況、平時からの福祉避難所指定状況および要援護者支援体制等を

十分把握し、整備の状況が不十分な市町村に対して指導を行うなどして、

応急救助の実施体制の整備拡充を進めること。 

 

２ 国民保護（救援）関連対策事業 

（１）目的 

   本事業は、武力攻撃事態等から国民の生命、身体及び財産を保護するこ

との重要性に鑑み、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律（以下、「国民保護法」という）の救援を円滑に実施する体制整

備を目的とするものである。 

 

（２）実施主体 

   実施主体は、都道府県又は指定都市とする。 

 

（３）事業内容 

  ア 国民保護の救援に関するマニュアル作成事業 

    武力攻撃事態等における救援を円滑に実施できる体制整備を図るた

め、都道府県および指定都市が、管内市町村（「指定都市においては区」。

以下同じ）が国民保護計画や救援に関する運用の手引き等を作成する上

で、参考となる救援マニュアルの作成等を行うとともに助言・指導を行

う事業。 

  イ その他、救援の円滑な実施に資するための事業 

 

（４）実施上の留意事項 

  ア 本事業の実施に当たっては、管内市町村、日本赤十字社支部およびそ



 

の他関連団体との連携に十分配慮すること。 

 

  イ マニュアルの作成の際には、災害時要援護者の支援体制について盛り

込むこと。 

 

  ウ 本事業の実施に当たっては、その他関連部局と十分な調整を行うこと。 

 

  エ 本事業の活用により、市町村国民保護計画等の策定に遺漏の無いよう

管内市町村に対して指導を行うなどして、救援の実施体制の整備を進め

ること。 



 

（別添１１） 

 

日常生活自立支援事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不

十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことにより、

地域において自立した生活が送れるよう支援することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県社協又は指定都市社協とする。ただし、実施主体は、

本事業の一部を次に掲げる者に委託できるものとする。 

（１）都道府県社協にあっては社会福祉法第１０９条第１項及び第２項に規定

する社協、指定都市社協にあっては同条第２項に規定する社協 

（２）社会福祉法人 

（３）公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む） 
（４）実施主体が、適切な事業運営が確保できると認める一般社団法人又は一

般財団法人 

（５）ＮＰＯ法人 

（６）（１）から（５）までのほか、福祉サービス利用援助事業の対象者の当

事者団体、家族会等で法人格を有するもの 

 

３ 事業内容 

  実施主体は、次に掲げる事業（これらの事業を総称して「日常生活自立支

援事業」という。）を行う。 

（１）社会福祉法第８１条の規定に基づき都道府県社協が行うこととされてい

る福祉サービス利用援助事業（都道府県の区域内においてあまねく福祉サ

ービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を含む。以下同じ。）  

（２）指定都市社協が行う福祉サービス利用援助事業（指定都市の区域内にお

いてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業

を含む。以下同じ。） 

（３）社会福祉法第８１条の規定に基づき都道府県社協が行うこととされてい

る（１）の事業に従事する者の資質の向上のための事業 

（４）指定都市社協が行う（２）の事業に従事する者の資質の向上のための事

業  
（５）社会福祉法第８１条の規定に基づき都道府県社協が行うこととされてい

る（１）の事業に関する普及及び啓発 

（６）指定都市社協が行う（２）の事業に関する普及及び啓発 

 

 

 



 

４ 事業の実施内容 

（１）福祉サービス利用援助事業 

   本事業は、利用者との契約に基づき、認知症や精神障害等により日常生

活を営むのに支障がある者に対し、福祉サービスの利用に関する相談に応

じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手

続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与す

ることその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行うものである。 

  ア 事業の対象者 

    本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 

  （ア）判断能力が不十分な者（認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等

であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報

の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難

な者をいう。）であること。 

  （イ）本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認めら

れる者であること。 

  イ 援助の内容 

  （ア）本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準とすること。 

    ａ 福祉サービスの利用に関する援助 

    ｂ 福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助 

    ｃ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の

届出等の行政手続に関する援助その他福祉サービスの適切な利用の

ために必要な一連の援助  

  （イ）（ア）に伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とすること。 

    ａ 預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の

日常生活費の管理（日常的金銭管理） 

    ｂ 定期的な訪問による生活変化の察知 

  （ウ）（ア）及び（イ）に掲げる事項についての具体的な援助の方法は、

原則として情報提供、助言、契約手続、利用手続等の同行又は代行に

よること。 

     法律行為にかかわる事務に関し、本事業の目的を達成するために、

本人から代理権を授与された上で代理による援助を行う場合には、契

約締結審査会に諮り、その意見を踏まえて慎重に対応すること。 

  ウ 契約の手続 

    本事業による援助は、要援護者本人等からの申請に基づき、次の手続

を経た上で行うものとする。 

    なお、本事業は、初期相談の段階での対応が極めて重要であることか

ら、要援護者本人はもとより、家族、介護支援専門員、民生委員、保健

師、行政機関等からの連絡によるものも含め、多様な相談に対応できる

よう必要な体制を確保すること。 

    また、実施主体が行う相談の過程で、本事業による援助が困難である



 

と認められ、契約に至らない者、成年後見制度の対象と考えられる者等

については、市町村及び関係機関への連絡、成年後見制度の利用の支援

等適切な対応を行うよう努めること。  
  （ア）申請の受付と判断能力等の評価・判定 

    ａ 申請は実施主体に対して行うものとする。 

    ｂ 申請を受け付けた実施主体は、本人の意向を十分に尊重しつつ、

かつ、家族、本人に関わりを持つ民生委員、介護支援専門員、ホー

ムヘルパー等の協力を得て、希望する援助の内容、認知症又は障害

の程度及び内容並びに判断能力の程度を把握するほか、必要に応じ

て本人の生活状況、経済状況等を把握するとともに、別に定める「契

約締結判定ガイドライン」に基づき、本人が本事業の契約の内容に

ついて判断し得る能力の判定を行うこと。 

    ｃ ｂの判定に当たり疑義が生じた場合には､契約締結審査会に諮り､

その意見を踏まえて対応するものとする。 

    ｄ 実施主体は、本事業の対象者の要件に該当しないと判断した場合

には、本人にその旨を通知するものとする。 

  （イ）支援計画の作成 

    ａ 実施主体は、本人が本事業の対象者の要件に該当すると判断した

場合には、本人の意向を確認しつつ、４の（１）のイに掲げる援助

の内容のうち必要な事項、実施頻度等を記入した支援計画を作成す

ること。 

    ｂ 支援計画は、本人の状況（必要となる援助の範囲及び判断能力の

変化等を含む。）の確認を踏まえ、定期的に見直しを行うこと。 

  （ウ）契約の締結 

    ａ 実施主体は、作成した支援計画が契約内容の一部となる旨を明ら

かにした上で、本人にその内容を十分説明し、その了解を得た上で

契約を締結すること。 

      なお、４の（１）のウの（イ）のｂにより、支援計画の見直しを

行ったときは、契約内容の一部変更となるので留意すること。 

    ｂ 支援計画により行う援助の内容として、本人から代理権を授与さ

れた上で実施するものについては、本人にその旨を十分説明し、了

解を得た上で、契約書に代理権の授与及びその範囲について具体的

に明記すること。 

    ｃ 契約しようとする内容と本人の判断能力との関係から見て、本人

の契約締結能力につき疑義が生じた場合には、契約締結審査会に諮

るものとする。 

      その結果、契約しようとする内容につき、見直しを求められた場

合には、本人の了解を得てその内容を見直すものとする。 

    ｄ 契約の締結に当たっては、本人の死亡等の事由により、契約を終

了する際に預かり金等の引き渡し先が不明であること等により、混

乱が生じないよう十分調整を行うよう努めること。 



 

      また、実施した援助内容については、本人の意向を踏まえてあら

かじめ定めた家族等に対し、定期的に報告を行うこと。 

  エ 利用料 

  （ア）本事業におけるサービスの利用料は、原則として利用者が負担する

ものとする。 

  （イ）実施主体は、あらかじめ標準的利用料を定めるものとするが、個別

の利用料は、利用者の事情を勘案して決定しても差し支えないものと

する。なお、決定した利用料は、契約書に具体的に明記すること。 

  オ 運営適正化委員会への定期的な報告等 

    実施主体は、社会福祉法第８３条に基づき設置される運営適正化委員

会に対し、４の（１）に規定する事業の実施状況（契約締結審査会によ

る審査を含む。）について定期的に報告するほか、当該実施状況に関し

て運営適正化委員会が行う調査に協力するとともに、運営適正化委員会

から勧告を受けたときは、これを尊重すること。 

  カ 利用者のプライバシーへの配慮 

    本事業の実施に携わる職員及び契約締結審査会の委員は、利用者のプ

ライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏ら

してはならないこと。その職を退いた後も同様とする。 

（２）福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質向上のための事業実施主

体は、５の（１）に掲げる専門員、生活支援員等本事業の実施のために

配置する職員のほか、広く福祉サービス利用援助事業に従事する者の資

質の向上を図るため、研修等必要な事業を実施すること。 

（３）福祉サービス利用援助事業の普及及び啓発 

   実施主体は、福祉サービス利用援助事業が周知され、福祉サービス利用

援助事業の対象者を支援するＮＰＯ法人、団体等多様な団体が参画し、本

事業が実施されるよう、普及及び啓発に努めること。 

 

５ 事業の実施体制 

（１）職員 

  ア 実施主体は、本事業の適切な運営を確保するため、次に掲げる職員を

配置するものとする｡ 

  （ア）責任者 

  （イ）事業の企画及び運営に携わる職員 

  （ウ）専門員 

  （エ）生活支援員 

  イ 事業の企画及び運営に携わる職員は、次の業務を行う。 

  （ア）相談業務 

  （イ）契約締結審査会及び関係機関連絡会議の開催並びにこれらの組織及

び運営適正化委員会に係る連絡調整に関する業務 

  （ウ）専門員の指導及び支援の業務 

  （エ）研修、調査研究及び広報啓発の業務 



 

  ウ 専門員は、次の業務を行う。 

  （ア）申請者の実態把握及び本事業の対象者であることの確認業務 

  （イ）支援計画の作成及び契約の締結に関する業務 

  （ウ）生活支援員の指導及び監督の業務 

  エ 生活支援員は、次の業務を行う。 

  （ア）専門員の指示を受けて、具体的援助を提供する業務 

  （イ）専門員が行う実態把握等についての補助的業務 

  オ 実施主体は、事業の実施に携わる職員の採用に当たっては、本事業の

利用者である認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等に対する十分な

理解のみならず、本人の意思を尊重し、その利益を代弁するという権利

擁護に関する高い意識並びに本事業の実施に必要な知識及び技術を有し

ている者の確保に努めること。 

    なお、専門員は、原則として高齢者や障害者等への援助経験のある社

会福祉士、精神保健福祉士等であって一定の研修を受けた者であること。 

（２）契約締結審査会 

  ア 実施主体は、福祉サービス利用援助事業の契約の締結又は見直しの際

に利用希望者の判断能力に疑義がある場合､その契約締結能力について､

専門的な見地から審査し、確認することを目的として、契約締結審査会

を設置するものとする。 

  イ 契約締結審査会は、実施主体から審査又は助言を求められた場合、専

門的見地から審査等を行い、意見を述べるものとする。 

  ウ 契約締結審査会は、医療・法律・福祉の各分野の契約締結能力に係る

専門的知見を有する者をもって構成するものとし、委員は実施主体の長

が委嘱するものとする。 

（３）関係機関連絡会議 

   実施主体は、本事業に関する理解の促進及び円滑な実施を目的として、

関係機関で構成する関係機関連絡会議を定期的に開催するものとする。 

（４）その他 

   本事業の実施内容は、生活保護受給者を含む地域の要援護者に対する自

立・就労支援も想定されることから、福祉事務所等の関係機関との連携な

どに十分配慮すること。 



 

（別添１２） 

 

運営適正化委員会設置運営事業実施要領 

 

１ 目的 

本事業は、社会福祉法第８３条及び「運営適正化委員会等の設置要綱につ

いて」（平成１２年６月７日社援第１３５３号本職通知）並びに「運営適正

化委員会における福祉サービスにおける苦情解決事業について」（平成１２

年６月７日社援第１３５４号本職通知）に基づき設置運営される運営適正化

委員会において、運営監視合議体・苦情解決合議体の設置及び広報・啓発活

動等を行うための体制整備を図り、福祉サービス利用援助事業の適正な運営

の確保及び福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決を行うこ

とにより、地域社会のセーフティネット機能の強化に資することを目的とす

る。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県社協に設置する運営適正化委員会とする。 

 

３ 事業内容 

（１）運営適正化委員会本会議経費 

  ア 委員会及び事業の状況等について報告書を作成し公表する。 

  イ 都道府県社協の理事会に対し、事業の実施状況等について報告する。 

 

（２）運営監視合議体経費 

  ア 福祉サービス利用援助事業の実施主体から、定期的に業務実施状況に

ついて報告を受ける。 

  イ アによる報告を受けること等により、福祉サービス利用援助事業の実

施主体の事業全般の監視を行い、必要に応じて助言、現地調査又は勧告

を行う。 

  ウ 会議は、最低２か月に１回以上開催すること。ただし、案件により開

催の必要がない場合にはこの限りでない。 

 

（３）苦情解決合議体経費 

  ア 福祉サービスに関する苦情の受付等を行う。 

  イ 福祉サービスに関する苦情を解決するための相談、助言、事情調査又

はあっせん等を行う。 

  ウ 苦情解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につ

き不当な行為がおこなわれているおそれがあると認めるときには、都道

府県知事に対し通知を行う。 

  エ 会議は、最低２か月に１回以上開催すること。 

 



 

（４）広報・啓発活動費 

苦情解決事業について、利用者、社会福祉事業の経営者等に対して幅広

く周知を図るため、パンフレットの作成等を行う。 

 

（５）研修活動費 

   苦情解決の仕組みの周知や理解の促進を図るため、社会福祉事業の経営

者等に対して必要な研修を実施する。 

 

（６）巡回指導活動費 

   社会福祉事業の経営者の段階における自主的な苦情解決が適切に行われ

るよう、社会福祉事業の経営者の求めに応じて巡回指導を行う。 

 

（７）調査研究活動費 

   苦情内容に応じた解決手順の定型化を図るなど、円滑な事業の実施に資

するための調査研究を行う。 

 

（８）事務局運営費 

  ア 運営適正化委員会の事務局は、運営適正化委員会の補助機関であり、

委員会事務のうち、福祉サービスの利用者等からの苦情受付等、委員会

の議決を必要としない軽易なもの等であって事務局において行うことが

適当と委員長が認めるもの（以下「局務」という。）を行う。 

  イ 事務局長その他職員については、都道府県社協の代表者が、当該都道

府県社協の職員のうちから、局務を適切に行うことができる者を選任す

ること。 

  ウ 事務局長その他事務局職員は、事務局長にあっては委員長の命に従い、

その他事務局員にあっては事務局長の指揮を受けること。 

  エ 事務局長その他事務局職員は、局務に専従するものとし、事務局職員

の数は、局務を掌理するのに支障のない人数としなければならないこと。 



 

（別添１３） 

 

地域福祉等推進特別支援事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取

組、支援を必要とする人々に対する福祉活動を活性化する取組、生活不安定

者に対する自立支援の取組に対する支援を通じて、住民参加による地域づく

りの一層の推進を図ることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１）地域福祉推進のための先駆的・試行的事業 

ア 小地域福祉活動推進事業 

（ア）実施主体 

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を除く。）、社会福

祉法人、ＮＰＯ法人、公益法人、その他厚生労働大臣が適当と認め

る団体とする。ただし、市区町村は、地域の実情に応じ、適切な事

業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は

一部を委託することができる。 

（イ）事業内容 

小地域において本事業の目的を推進する事業 

イ 広域福祉活動推進事業 

（ア）実施主体 

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市、社会福祉法人、ＮＰＯ

法人、公益法人、その他厚生労働大臣が適当と認める団体とする。た

だし、都道府県、指定都市、中核市は、地域の実情に応じ、適切な事

業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は

一部を委託することができる。 

（イ）事業内容 

      広域において本事業の目的を推進する事業 

  ウ  社会福祉推進事業 

  平成２２年１０月１４日社援発１０１４第２号厚生労働省社会・援護

局長通知の別添「社会福祉推進事業実施要領」に基づくものとする。 

 

（２）地域福祉活動等を活性化する事業 

ア  地域において支援を必要とする人々に対する福祉活動を活性化する

取組 

（ア）実施主体 

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を含む。）とする。 

ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認めら

れる社協等に事業の全部又は一部を委託することができる。 



 

   

（イ）事業内容 

ａ 「拠り所」づくり事業 

いきいきサロン活動やふれあい小地域活動等を実施するため、空 

き民家や商店街の空き店舗等を活用し活動拠点を整備する。 

b 専任の担当者の配置 

地域づくりのコーディネーターとして、専任の担当者（以下「専

任担当者」という。）を配置する。 

この専任担当者は、フォーマルサービスとインフォーマルサービ

スの繋ぎ役であり、中学校区等の小地域において地域福祉活動の調

整や、関係機関・関係者との調整会議を主宰する。また、住民及び

関係者へ、活動の周知を図る等を行う。 

ｃ 小地域ネットワーク活動の実施 

地域住民の見守り・声かけ、サロン活動の実施、関係機関へつな

ぐ等、必要な支援活動の開発・発展、周知等を実施する。 

d 相談ネットワーク会議の開催 

中学校区程度のエリアの各種相談担当者（地域包括支援 

センター、医師、弁護士、小地域ネットワーク代表等）の会議、支

援困難ケースの検討、情報交換、顔なじみの関係を構築する会議を

開催する。 

e   ケース支援調整会議の開催 

専任担当者が主宰し、支援担当者（自治会・町内会、民生委員

・児童委員、ボランティア、ＮＰＯ法人等）による支援目標の共

有と役割分担の明確化を行う会議を開催する。 

（ウ）専任担当者の資格について 

専任担当者は、原則として社会福祉士とする。 

ただし、これに準ずる者として、市区町村社協の福祉活動専門員と

しての実務経験がある者、介護支援専門員としての実務経験がある者

等相談援助業務の実務経験がある者のうち、市区町村が適当と認めた

者をあてることができる。 

 

イ 生活不安定者に対する自立支援の取組 

（ア）実施主体 

実施主体は、市区町村（指定都市及び中核市を含む。）とする。 

ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められ

る社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。 

 （イ）事業内容 

ａ 市区町村に自立支援相談員を配置する。 

b 自立支援相談員は住民の相談に応じ、そのうち支援が必要な者に対

し自立支援プランを策定する。この自立支援プランにより、関係機関

との調整、連携、橋渡しを行うとともに継続的に支援を実施する。 



 

 

（ウ）自立支援相談員の資格について 

自立支援相談員は、原則として社会福祉士とする。 

ただし、これに準ずる者として、福祉事務所の現業員、地域包括支援 

センターの職員、介護支援専門員、市区町村社協の相談員等相談援助業

務の実務経験がある者のうち、市区町村が適当と認めた者をあてること

ができる。 

 

（３）地域人材活用支援事業 

ア 実施主体 

実施主体は、都道府県又は市区町村とする。ただし、地域の実情に応じ、

適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の全部

又は一部を委託することができる。 

 

イ 実施内容 

（ア）地域の人材登録 

地域で社会貢献活動を行う意欲のある定年退職者等の潜在的な人

材を発掘するため、広報活動や関係団体への依頼等を行い、貢献活動

を希望する者（以下「貢献活動希望者」という。）の氏名、資格、職

歴、特技、希望する支援活動や活動地域等のデータの登録を行い、支

援者リストを作成する。 

（イ）利用者の登録 

事業の趣旨を住民に周知し、貢献活動希望者による支援を希望する

者を登録し、利用者リストを作成する。 

（ウ）コーディネーターの配置 

貢献活動希望者を支援活動に結びつけるコーディネーターを配置

し、貢献活動希望者の派遣調整等を行う。 

（エ）コーディネーターの養成 

研修等の実施によりコーディネーターの養成を行う。 

 

ウ 留意事項 

（ア）事業を実施するに当たっては、都道府県と市区町村において役割分

担等の調整を行うこと。 

（イ）コーディネーターは、地域で福祉活動を行っている者等、地域の実

情を把握している者とする。 

（ウ）貢献活動希望者には、研修や資料の配付等を行い、円滑な支援が可

能となるよう配慮すること。 

（エ）支援内容に応じ、貢献活動希望者への実費等の支給や利用者からの

利用料の徴収を行うことは差し支えない。 



 

（別添１４） 

 

安心生活創造事業実施要領  
 

１ 趣旨 

本事業は、我が国の地域福祉を推進するため、地域バランスや地域の特性

を考慮し選定された市区町村（地域福祉推進市町村）と国との協働により、

地域福祉推進プログラムを実施し、地域福祉推進ネットワークの形成及び支

援を行い、その効果の検証や、国及び市区町村間での意見交換、全国への先

駆的取組の情報発信を行うものである。 

 

２ 目的 

本事業は、一人暮らし世帯等への見守り及び買物支援（以下、「基盤支援」

という。）を行うことにより、一人暮らし世帯等が、地域で安心して暮らせ

るための支援を行うことを目的とする。 

 

３ 実施主体 

  実施主体は、市区町村とする。ただし、実施主体は、地域の実情に応じ、

適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の一部を委

託できるものとする。 

 

４ 事業内容 

実施主体は、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）基本事業 

ア 基盤支援を必要とする人々とそのニーズを把握するための事業 

イ  基盤支援を必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくるため

の事業 

ウ 本事業を支える安定的な地域の自主財源確保に取り組むための事業 

（２）基本事業を推進するための取組 

ア 地域福祉に関する各種データの提供 

イ 地域住民への地域福祉活動に関する周知広報 

ウ その他基本事業を円滑に実施するために必要な取組 

エ  これまで本事業に取り組んできた地域福祉推進市町村による先駆的

取組の普及への協力 

（３）基本事業を実施するための実態把握事業 

基本事業をモデル的に実施していく上で、生活困窮者を含めた市区町村区

域全体の地域実態を把握し、計画的なまちづくりを推進する事業 

 

５ 事業実施にあたっての留意点 

  本事業の実施にあたっては、地域福祉推進市町村の選定等、必要に応じて

都道府県の協力を得て実施するものとする。 



 

（別添１５） 

 

ひきこもり対策推進事業実施要領 

 

１ 目的 

  本事業は、ひきこもり対策を推進するための体制を整備し、ひきこもり本

人や家族等を支援することにより、ひきこもり本人の自立を推進し、本人及

び家族等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

    実施主体は、都道府県及び指定都市とする。 

  ただし、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる

民間団体等（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）に、事業の全部又は一部を委託

することができる。 

 

３ 事業内容 

  事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）センターの設置 

  ア 設置か所数 

    センターは、都道府県及び指定都市に原則各２か所設置し、児童期・

成人期に応じた適切な相談等の支援が行える体制を整備する。 

       なお、か所数は、児童期１か所、成人期１か所の計２か所を基本とす

るが、地域の実情に応じて、１のセンターで児童期・成人期を兼ねるこ

とは差し支えない。 

  イ 名称                                                         

    センターの名称は、「ひきこもり地域支援センター」とするなど、ひ

きこもり対策の実施機関であることがわかるものとする。 

（２）センターの事業内容 

  ア ひきこもり本人又は家族等（以下「対象者」という）からの相談 

対象者からの電話、来所等による相談に応じ、適切な助言を行うとと

もに、家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行うものとする。 

また、対象者の相談内容等に応じて、医療・保健・福祉・教育・労働

等の適切な関係機関へつなぎ、当該機関と情報交換を行うなど、対象者

の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行

うものとする。 

 

  イ 連絡協議会の設置                                                     

      対象者の相談内容等に応じた適切な支援を行うことができるよう、医

療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関からなる連絡協議会を設置し、

情報交換等各機関間で恒常的な連携が確保できるよう努める。 

    なお、関係機関からなる既存の連絡協議会等を活用することは差し支



 

えない。 

  ウ 情報発信 

    リーフレットの作成等により、ひきこもりに関する普及啓発を図ると

ともに、センター利用及び地域の関係機関・関係事業に係る広報・周知

を行うなど、ひきこもり対策に係る情報発信に努める。                                   

    エ その他のひきこもり対策推進事業 

    上記アからウまでの事業以外でひきこもり対策の推進を目的とした事

業を実施する。 

 

（３）実施体制 

  ア  ひきこもり支援コーディネーターの配置 

センター１か所当たり、原則、ひきこもり支援コーディネーターを２

名以上配置するものとし、このうち専門職を１名以上配置するものとす

る。 

専門職は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者 

とする。ただし、これによりがたい場合はこれらと同等に相談等業務を

行うことのできる者とする。 

イ  センターの開所日                                                     

    原則、週５日以上、１日８時間、週４０時間を目安として開所するこ

ととし、相談等ができる体制をとる。 

                                             

４ 対象者 

（１）児童期のセンターの対象者 

    原則、ひきこもり本人が１８歳未満の対象者とする。 

（２）成人期のセンターの対象者 

     原則、ひきこもり本人が１８歳以上の対象者とする。 

 

５ 実施上の留意事項  

（１）秘密の保持（利用者の個人情報の取扱） 

    本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮

するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らして

はならないこと。特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のため

に関係機関へ個人情報の提供がありうる旨を説明した上で、利用者の了承

を得ておくものとする。 

   また、利用者の同意が得られない場合等は、利用者と十分相談の上、情

報を取り扱うこと。 

（２）センター間の連携 

      児童期のセンター及び成人期のセンターの間の連携についても、利用者

の継続的な事業利用が円滑に行われるよう特に留意すること。 

 

 



 

 

（別添１６） 

 

地域生活定着促進事業実施要領 

 

１ 目的 

   本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設（以

下、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院を指す。）退所予定者及び退所者

等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支援センター（以下「セン

ター」という。）」が、矯正施設、保護観察所等と連携・協働しつつ、矯正

施設入所中から退所後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社

会復帰及び地域生活への定着を支援し、再犯防止対策に資することを目的と

する。 

 

２ 実施主体 

   実施主体は、都道府県とする。 

  ただし、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる

民間団体等（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）に、事業の全部又は一部を委託

することができる。 

 

３ 事業内容 

  事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）センターの設置 

  ア 設置か所数 

    センターは、保護観察所、矯正施設所の設置状況を考慮し、原則とし

て都道府県に各１か所とする。 

  イ 名称                                                         

    センターの名称は、「地域生活定着支援センター」とする。 

    なお、やむを得ず他の名称を使う場合については、その名称の中に「地

域生活定着支援センター」の文字を含むこととする。 

（２）センターの事業内容 

    センターは、矯正施設、各都道府県の保護観察所、及び地域の関係機関

と連携・協働し、以下の業務を行う。なお、事業を行う上では、「地域生

活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」（平成２１年５月２７

日 社援総発第０５２７００１号）に十分留意されたい。 

   ア 矯正施設退所予定者の帰住地調整支援を行うコーディネート業務 

  イ 矯正施設退所者の施設等への定着支援を行うフォローアップ業務 

  ウ 矯正施設退所者等への福祉サービス等についての相談支援業務 

  エ 地域のネットワークの構築と連携促進業務 

センター、保護観察所、受入先となる関係機関等による連絡協議会等

において、情報交換、対象者の退所後の生活についての検討を行うなど、



 

恒常的な連携が確保できるよう努める。また、矯正施設退所者等が継続

した地域生活を送るために、地域の関係機関が適切な支援を実施できる

よう、普段から会議や研修会を実施するなど連携及び地域の支援技術の

向上に努める。 

  オ 情報発信業務 

       センターは、本事業について、地域住民の理解が得られるよう普及啓

発に努める。 

 

（３）実施体制 

  ア 職員の配置 

    センターの職員は６名の配置を基本とし、社会福祉士、精神保健福祉

士等の資格を有する者又はこれらと同等に業務を行うことが可能である

と認められる職員を１名以上配置する。 

  イ センターの開所日 

     原則、週５日以上、１日８時間、週４０時間の開所を目安とする。   

 

４ 対象者                                                                   

（１）高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施

設退所予定者及び退所者。                                                                   

（２）その他、センターが福祉的な支援を必要とすると認めるもの。                                           

 

５ 実施上の留意事項 

   秘密の保持（利用者の個人情報の取扱） 

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮す

るとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはな

らないこと。特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係

機関へ個人情報の提供がありうる旨を説明した上で、利用者の了承を得てお

くものとする。  

   また、利用者の同意が得られない場合等は、利用者と十分相談の上、情報

を取り扱うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別添１７） 

 

社会的包摂・「絆」再生事業実施要領 

 

第１ 目的 

本事業は、ホームレス又は現に失業状態又は日雇労働等の不安定な就労関

係にあり、かつ、定まった住居を喪失し簡易宿泊所、終夜営業店舗等に寝泊

まりするなどの不安定な居住関係にある者（以下「ホームレス等」という。）、

あるいは地域で孤立した生活を営む者であり、かつ、支援がなければ路上生

活等に陥るおそれのある者（ニート、ひきこもり、刑務所出所者、各種制度

の隙間にいる者など。以下「生活困窮者」という。）に対して、本要領第３

の１に掲げる巡回相談、宿所の提供、生活指導等に係る事業をＮＰＯ法人等

民間支援団体と連携し、地域の実情に応じて一体的に行うことにより、これ

らの者が地域社会で自立し、安定した生活を営めるよう支援することを目的

とする。 

また、コミュニティが弱体化した地域において、高齢者、障害者、離職を

余儀なくされた若年層等声を出しにくい者に配慮した、誰もが参加できる社

会的包摂の仕組みを取り入れ、地域コミュニティの復興を図ることを目的と

する。 

 

第２ 実施主体 

実施主体は、都道府県又は市区町村（地方自治法第２８４条第２項に規定

する一部事務組合及び同条第３項に規定する広域連合を含む）とする。ただ

し、次の第３の１（５）に掲げるＮＰＯ等民間支援団体が行う生活困窮者等

支援事業及び第３の２に掲げる地域コミュニティ復興支援事業に限っては、

都道府県知事が適切に事業を実施できると認めた社会福祉法人、ＮＰＯ法人、

公益法人、その他都道府県知事が適当と認める団体（以下「ＮＰＯ等民間支

援団体」という。）も実施主体に含めるものとする。 

また、都道府県又は市区町村は次の第３の１（２）に掲げるホームレス自

立支援事業における利用対象者及びサービス内容の決定を除き、事業の全部

又は一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人、ＮＰＯ法人

等に委託して実施することができる。 

なお、都道府県は各実施主体が行う事業内容等を審査し、本事業の進捗管

理を適切に行うとともに、本事業に係る緊急雇用創出事業臨時特例基金の適

切な執行に努めるものとする。 

 

第３ 事業 

 １ ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業   

（１）ホームレス総合相談推進事業 

ア 巡回相談指導等事業 

  本事業の内容は、次に掲げるものとする。 



 

（ア）ホームレス等の起居する場所を巡回し、また、炊き出し等ホームレ

ス等が集まる機会を活用し、これらの者と直に面接を行い、日常生活

に関する相談等を行うこと。 

（イ）相談員は、相談記録を作成し、相談者の生活状況等を把握すること。

また、継続的な相談・支援が行えるように、必要に応じて相談記録を

下記ウの事業により設置する協議会に提供するなど、他の相談員や福

祉事務所等の関係機関も活用できるようにすること。  

（ウ）相談の結果を踏まえて、別紙１に掲げるように、各種施策の活用に

係る助言等を行うとともに、関係機関との連携の下、必要な支援を行

うこと。なお、関係機関につなげる際は、必要に応じて付き添い、事

務手続き等を行うこと。   

（エ）ホームレスの衛生状態の改善を図るため、必要に応じて入浴、シャ

ワー等のサービスを提供すること。 

 

イ ホームレス自立支援センター退所者等への訪問相談指導等事業 

本事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（ア）第３の１（２）に掲げるホームレス自立支援センター又は第３の１

（３）に掲げるホームレス緊急一時宿泊施設を退所した者の中で引き

続き支援が必要な者を含む生活困窮者に対して、定期的な訪問等を実

施し、生活上の相談・助言等を行い、地域で自立した生活が定着する

ために必要な支援・指導等を行うこと。 

（イ）相談の結果を踏まえて、必要に応じて別紙１に掲げるように、関係

機関との連携の下、支援を行うこと。 

 

ウ 相談活動推進事業 

    地域の実情やホームレス等及び生活困窮者（以下「生活困窮者等」と

いう。）の個々の問題を把握し、生活困窮者等に対する相談活動を効果

的に行えるようにするため、行政、生活困窮者等支援団体、地域住民等

で構成する協議会（以下「協議会」という。）を設置し、生活困窮者等

への対策に関する協議、調整、相談事業計画の企画立案及び策定等を行

う。 

また、協議会は、必要に応じて巡回相談で行った相談記録の管理を行

い、他の相談員や関係機関が引き続き相談活動や支援を行う場合には必

要な情報を提供する。 

 

エ 実施上の留意事項 

（ア）巡回相談指導事業 

   a  相談活動の実施に当たっては、必要な相談体制（チーム）を編成

し、協議会で策定された相談事業計画等を活用し、効果的な相談活

動を行うこと。 

    b  相談員への指導・助言及び処遇困難なケースへの対応として、主



 

任相談員等を必要に応じて配置し、組織的かつ効果的な相談活動に

努めること。 

c  健康や保健、医療等の相談・指導に当たっては、保健所や医療機

関の職員等を同行させるよう努めること。 

e  入浴、シャワー等のサービスを提供する場合には、公衆浴場、第

３の１（２）に掲げるホームレス自立支援センター、第３の１（３）

に掲げるホームレス緊急一時宿泊施設及び各種福祉施設等の既存

の施設を利用することも差し支えないこと。 

（イ）ホームレス自立支援センター退所者等への訪問相談指導等事業 

  第３の１（２）に掲げるホームレス自立支援センター又は第３の１

（３）に掲げるホームレス緊急一時宿泊施設を退所した者の中で引き

続き支援が必要な者を含む生活困窮者に対しては、地域社会で孤立す

ること及び路上生活に陥ることがないよう配慮すること。 

（ウ）相談活動推進事業 

     協議会の構成員の選定にあたっては、行政、生活困窮者等支援団体、

地域住民等各方面の者が参画できるように配慮すること。 

（エ）関係者・関係機関との連携・協力 

  本事業の実施に当たっては、福祉事務所、保健所、公共職業安定所

等と十分な連携を図るとともに、社協、社会福祉士会、ＮＰＯ法人、

ボランティア団体等の民間団体、民生委員・児童委員、地域住民、施

設管理者等との連携・協力による相談活動に努めること。 

（オ）利用者のプライバシーの確保 

本事業の実施に携わる職員は、相談者のプライバシーの保護に十分

配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。  

特に、相談記録の管理を行う場合には、相談記録の情報を相談員・

関係機関以外の者には利用させないこと。 

 

（２）ホームレス自立支援事業 

ア 事業内容 

本事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（ア）利用者に対し宿所や食事の提供とともに、定期的な入浴、下着類の

支給等日常生活上必要なサービスを提供すること。 

（イ）利用開始時及び利用期間中は定期的に健康診断並びに健康医療相談

を行うとともに、医療等が必要な場合は、福祉事務所又は保健所等と

十分な連携の下で必要な医療等を確保すること。 

（ウ）利用開始時には、過去の生活状況、親族等の把握や共同生活を行う

上で必要なガイダンスを行うとともに、利用者の生活史や健康状態等

を勘案した自立支援プログラムを作成すること。 

（エ）利用期間中は自立支援プログラムに基づき、就労意欲を向上させる

ための相談・指導等を行うとともに、自立を阻害する要因の除去や社

会生活へ復帰するための指導援助を行うこと。 



 

（オ）生活相談・指導等との連携の下で、職業相談等を行うとともに、求

人開拓や就職時の保証人の確保等のための援助を行うこと。 

（カ）就職が内定した者に対しては、社会生活習慣を身につけるための指

導援助を行うとともに、住宅保証人の確保や低廉な家賃の賃貸住宅の

募集情報の提供等、継続的な就労が確保できるよう援助を行うこと。  

（キ）就職直後においては、定期的に相談員が訪問し、各種の相談に応じ

るとともに、継続的な就労ができるよう支援を行うこと。 

（ク）利用期間中に就職活動を行ったにも関わらず、就労先が決定せず、

利用期間が満了した者については、利用期間中の処遇内容等を都道府

県知事又は市区町村長に報告するとともに、退所した者が再び路上生

活に戻ることがないよう適切な処遇の確保に努めること。 

なお、利用期間中、共同生活の秩序を乱す者又は就職活動を行わず

再三の指導指示に従わない者についても、その状況を都道府県知事又

は市区町村長に報告すること｡ 

 

イ 施設の設置 

（ア）実施主体は、本事業を実施するため、ホームレス自立支援センター

（以下「センター」という。）を設置するものとする。 

（イ）センターの種別は、利用定員等に応じて、次のとおりとする。 

     a  通常型 

      利用定員が原則５０人以上の施設。 

ただし、地域の実情等を踏まえ、本事業が効果的に実施できる場

合には、利用定員を３０人以上とすること、又は、通常型のほかに、

b のサテライト型のセンターを設置することができる。 

     b  サテライト型 

      通常型と一体的に管理運営を行う施設であって、利用定員が３０

人未満のもの。 

      ただし、概ね１０人以上の利用定員を有するものとする。 

    c  小規模型 

      利用定員が１０人以上３０人未満の施設（ b のサテライト型

を除く。）。 

      ただし、地域におけるホームレスの数等を踏まえ、本事業が効果

的に実施できる場合に限り、設置することができる。 

    d  賃貸住宅型 

        賃貸住宅の空き住戸等を利用した利用定員が概ね１０人程度の施

設。 

      ただし、地域におけるホームレスの数等を踏まえ、本事業が効果

的に実施できる場合に限り、設置することができる。 

（ウ）センターの構造及び設備は、次のものとする。 

    a  建物は、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は

同条第９号の３に規定する準耐火建築物とする。 



 

    b  a の規定にかかわらず、都道府県知事（指定都市及び中核市にお

いては、指定都市又は中核市の市長）が、火災予防、消火活動等に

関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの

要件を満たす木造かつ平屋建てのセンターの建物であって、火災に

係る入所者等の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築

物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（a） スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材

料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防

火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造

であること。 

（b） 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が

整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 

（c） 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避

難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避

難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等によ

り、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

c   b の規定における「火災の際の利用者に係る必要な安全性が確保

されており、かつ、適切な火災の予防及び消火活動を行うことが可

能」であるかどうかについては、次の点を考慮して判断すること。  

（a） b の（a）から（c）の要件のうち、満たしていないものついて

も、一定の配慮措置が講じられていること。 

（b） 施設長及び防火管理者は、当該センターの建物の燃焼性に対す

る知識を有し、火災の際の危険性を十分認識するともに、職員等

に対して、火気の取扱いその他火災予防に関する指導監督防災意

識の高揚に努めること。 

（c） 年２回以上実施することとされている避難訓練は、当該センタ

ーの建物の燃焼性を十分に勘案した避難訓練を行うこと。 

d  建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健

衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない｡ 

    e  センターには、次の設備を設けなければならない。 

      ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等によ

り当該施設の運営上支障が生じない場合はこの限りでない。 

      なお、賃貸住宅型にあっては、主として管理部門として使用する

事務室の他、利用者の居室を確保すること。 

（a） 事務室 

（b） 生活相談･職業相談室 

（c） 保健室 

（d） 居室 

（e） 洗濯室 

（f） 教養娯楽室 

（g） 浴室 



 

（h） 便所･洗面所 

      なお、居室の一人当たり面積は、３．３平方メートル以上とする

こと｡ 

 

ウ 職員の配置 

この事業を行うため、センターに、その種別に応じて次の職員を配置

することとする。 

（ア）通常型 

  以下の a から f の職員を配置すること。また、利用者の個々の状況

に応じたきめ細やかな支援が行えるよう、g から j の職員の配置に努

めること。 

  生活相談指導員の総数は、常勤換算方法（事業所の職員の勤務延べ

時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数（３２時

間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することにより算定

した数。）で、入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以上とな

るよう努めること。 

なお、利用定員規模に応じて、社会福祉士、精神保健福祉士及び臨

床心理士にあっては、生活相談指導員、保健師にあっては看護師、ま

たは事務員については施設長等と兼務することができるものとする。 

    a  施設長 

     b   事務員 

     c   生活相談指導員 

     d   嘱託医師 

     e   看護師 

     f   職業相談員 

     g   主任生活相談指導員（相当期間の相談援助業務の経験を有し、生

活相談指導員への指導等を行う者。以下同じ。） 

     h   社会福祉士 

     i   精神保健福祉士又は臨床心理士 

     j   保健師 

（イ）サテライト型 

     宿日直員 

（ウ）小規模型 

     通常型に準ずる。 

     ただし、嘱託医師、看護師又は職業相談員については、近隣の医療

機関又は公共職業安定所との緊密な連携が図られ、かつ、本事業を適

切に実施できると認められる場合には、配置しないことができるもの

とする。 

（エ）賃貸住宅型  

     小規模型に準ずる。 

     ただし、施設長、事務員、生活相談指導員については、利用者の自



 

立支援を適切に実施できると認められる場合には、兼務することがで

きるものとする。 

    

エ 利用対象者 

    本事業の利用対象者は、ホームレス等のうち、原則として就労意欲が

ある者又は稼働能力がある者とする。 

 

オ 利用手続等 

（ア）本事業を利用しようとする者は、都道府県知事又は市区町村長に対

し利用の申請を行い、都道府県知事又は市区町村長は利用の必要性を

勘案した上で、決定するものとする。 

（イ）本事業の利用期間は原則として６か月以内とする。 

ただし、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認められる場合

は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。 

（ウ）本事業の利用料は、原則として無料とする。 

（エ）実施主体は、施設の利用、管理等に関し、必要な規則（以下「管理

規則」という。）を定めることとする。 

（オ）施設管理者は、管理規則の定めるところにより、施設の利用を認め

ず、又は、施設の利用者に退所を命ずることができる。 

 

カ 実施上の留意事項 

（ア）利用者のプライバシーへの配慮 

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保護に十分

配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。  

（イ）自立支援プログラムの実施状況の把握等 

定期的に自立支援プログラムの実施状況の把握を行い、必要に応じ

てプログラムの見直しを行うよう努めること。 

（ウ）生活相談指導員への指導等 

主任生活相談指導員を配置し、生活相談指導員の業務の実施状況を

把握するとともに、生活相談指導員に相談援助技術の指導などを実施

するよう努めること。 

（エ）福祉事務所との連携 

本事業の実施に当たっては、福祉事務所と十分な連携を図るととも

に、センターの利用者が就職活動を十分に行ったにも関わらず、就労

による自立ができなかった場合又は利用者が傷病等により就労が困

難となった場合は、福祉事務所において必要な援助を行うこと｡ 

（オ）公共職業安定所との連携 

本事業の実施に当たっては、ホームレス等の就労促進のための職業

相談員による職業相談の実施等、公共職業安定所との十分な連携を図

ること。 

（カ）地域社会との連携 



 

本事業の実施に当たって、地域社会の理解が得られるよう、例えば、

センターの利用者が地域の清掃活動を行う等地域住民との交流を深

めるとともに、ＮＰＯ法人、民間支援団体等との定期的な情報交換や

地元自治会等を含めた協議会を設けるなど、地域に密着した事業の運

営が行えるよう配慮すること。 

（キ）他のセンターとの連携 

他の地方公共団体のホームレス自立支援事業を実施するセンターと

の間で、自立支援プログラムや相談体制のあり方等について情報交

換、研究協議を行うなど、十分な連携に配慮すること。 

（ク）通常型とサテライト型との連携 

     サテライト型のセンターにあっては、本事業の運営に支障がないよ

う、当センターと一体的に管理運営を行う通常型との間で職員の派遣

や情報交換等について緊密な連携を図ること。 

（ケ） 賃貸住宅型 

     賃貸住宅型の実施にあたり、利用者の居室を確保するにあたっては、

地域住民との調整に留意するとともに、定期的な巡回相談を実施する

など、利用者の自立に向けた指導を徹底すること。 

 

（３）ホームレス緊急一時宿泊事業（シェルター事業） 

ア 事業内容 

    本事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（ア）ホームレス等の健康状態の悪化防止や野宿生活に至ることのないよ

うにするため、緊急一時的な宿泊場所を提供するとともに、併せて自

立するために相談・指導等必要な支援を提供するものとする。 

  （イ）就労意欲のあるホームレス等に対しては、センターの利用を促すと

ともに、就労に関する情報を提供する等、就労支援に努めること。 

  （ウ）福祉サービスの提供が必要な利用者に対しては、その実情に応じ、

福祉事務所等において必要な支援が受けられるよう助言・指導に努め

ること。 

  （エ）施設の利用者の健康管理に資するため、保健所等との連携の下で健

康診断等を実施するよう配慮すること。 

  （オ）雇用と住居を同時に失った利用者に対しては、雇用対策を実施する

公共職業安定所などの労働施策担当機関や福祉施策を実施する福祉

事務所、社会福祉協議会などの福祉施策担当機関と連携し、必要な支

援に努めること。 

（カ）既存建築物、宿泊施設等を一部屋単位で借り上げる方式（以下「借

り上げ方式」という。）によるホームレス緊急一時宿泊施設（以下「シ

ェルター」という。）の入所者に対して、定期的な訪問を実施し、生

活上の相談・助言等を行い、自立のために必要な支援・指導等を行う

こと。 

 



 

イ 施設の設置 

（ア）実施主体は、本事業を実施するため、シェルターを設置するものと

する。 

（イ）シェルターの規模、構造等は次のものとすること。 

a  利用定員は、概ね５０人以上のものとすること。 

    b  建物については、建築基準法に定める諸基準を満たしたものとす

ること。 

    c  建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健

衛生及び防災について十分配慮されたものとすること。 

    d  シェルターには、次の設備を設けること。 

ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等によ

り、当該施設の運営上支障が生じない場合はこの限りでない。 

（a） 事務室 

（b） 宿泊室 

（c） 浴室又はシャワー室 

（d） 便所・洗面所 

（e） 湯茶のサービスが提供できる設備 

e  シェルターは、上記 a から d の要件を満たす場合には、既存建築

物を活用し、又は借り上げることも差し支えない。 

      なお、借り上げ方式によりシェルターを設置し、宿泊や入浴等の

必要なサービスを提供する場合には、上記 a 及び d の規定は適用し

ない。 

 

ウ 職員の配置 

シェルターには、施設長及び夜間の警備に必要な職員を配置するもの

とする。ただし、夜間の警備に必要な職員については、非常勤とするこ

とも差し支えない。 

なお、借り上げ方式によりシェルターを設置する場合は、本規定は適

用しない。 

 

エ 利用手続等 

（ア）本事業を利用しようとする者は、事前に施設管理者の許可を得るも

のとする。 

（イ）本事業の利用期間は原則として３か月以内とする。ただし、施設管

理者が認めた場合は延長することを妨げない。 

（ウ）本事業の利用料は原則として無料とする。 

（エ）実施主体は、管理規則を定めることとする。 

（オ）施設管理者は、管理規則の定めるところにより、施設の利用を認め

ず、又は、施設の利用者に退所を命ずることができる。 

 

オ 実施上の留意事項 



 

利用者のプライバシーの確保 

事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保護に十分配

慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。 

 

（４）ホームレス能力活用推進事業 

ア 事業内容 

本事業の内容は、次に掲げるものとし、事業実施に必要な職員を配置

する。 

（ア）都市雑業的な仕事の情報を収集するとともに、関係方面に情報を提

供すること。 

（イ）事業者に対して、ホームレスに関する説明会等を開催すること。 

（ウ）都市雑業的な仕事に関する知識や簡単な技術の付与を行うこと。 

     この際、受講者に対して講習手当を支給すること。 

（エ）そ の 他 セ ン タ ー 及 び シ ェ ル タ ー と十分な連携を図り、ホームレ

スの就労支援等に関して必要な協力を行うこと。 

 

イ 実施上の留意事項 

（ア）関係者・関係機関との連携 

本事業の実施に当たっては、福祉事務所、センター及びシェルター

と十分な連携を図るとともに、ＮＰＯ法人、民間支援団体、地元自治

体・企業等の協力が得られるよう努めること。 

（イ）利用者のプライバシーの確保 

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保護に十分

配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。  

 

（５）ＮＰＯ等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事業 

ア 事業内容 

生活困窮者等に対して自立支援の観点から総合相談、安心して過ごせ

る居場所の確保及び生活支援を行うため、次に掲げるものを一体的に実

施する。 

（ア）生活困窮者等が起居する場所を巡回し、また、相談窓口を設置する

などにより相談を行う。 

（イ）ホームレス等に対して、緊急一時的な宿泊場所を提供すると共に相

談を実施することにより、必要なサービスの提供、又は各種サービス

へと調整を行う。 

（ウ）生活困窮者等に対して、安心して過ごせる居場所を確保するなどし

て、社会生活習慣を身につけるための指導援助や、就労意欲を向上さ

せるための相談・指導、就労体験等を実施し、地域生活への復帰を支

援する。 

（エ）路上生活から脱却し居宅生活へ移行した者や生活困窮者が地域にお

いて継続的な生活が営めるよう、地域住民や関係機関に対して働きか



 

け理解を求めることにより、地域社会での孤立を防止する。 

（オ）路上生活から脱却し居宅生活へ移行した者や生活困窮者がお互いの

つながりを深め相互支援が図られるよう、交流できる場所の提供と併

せて、必要に応じて相談を行うことにより、再路上化を防止する。 

 

上記のうち、都道府県が地域の実情を勘案した結果、必要性に乏しい

と判断したものは、実施しなくとも差し支えない。 

なお、上記の事業に該当しない事業であっても都道府県の判断によ

り、生活困窮者等の路上化の防止、地域生活への復帰・定着、地域社会

での孤立の防止に資する事業及び他の制度の対象とならない支援であ

って、日常生活を送る上で自立のために必要なもの（急迫状況にある単

身者への家事、通院の支援などの生活援助）を提供する事業であれば対

象として差し支えない。 

 

イ 実施上の留意事項 

（ア）事業の実施に係る手続 

事業の実施に係る手続については別紙２により行うこと。 

（イ）記録の整備 

職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備すること。 

（ウ）会計の区分 

当該実施主体において本事業以外の事業を実施している場合は、本

事業とその他事業の会計とを区分すること。 

（エ）利用者のプライバシーの確保 

本事業の実施にあたっては、利用者のプライバシーの保護に十分配

慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。特

に、相談記録の管理を行う場合には、相談記録の情報を相談員・関係

機関以外の者には利用させないこと。 

（オ）建物及び設備 

宿泊場所の提供等を実施する場合は、建物については、建築基準法

に定める諸基準を満たしたものとすること。また、建物の配置、構造

及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について

十分配慮されたものとすること。 

 

２ 地域コミュニティ復興支援事業 

（１）事業内容 

 本事業は、東日本大震災等の影響により弱体化した地域のコミュニティ

を再構築し、地域で孤立する恐れがある者に対する生活相談や居場所づく

り等の支援を面的に行うため、次に掲げる事業の全部又は一部を組み合わ

せて一体的に実施するものとする。 

 ただし、ウの事業は必ず実施するものとし、加えてア又はイのいずれか

の事業を必ず実施するものとする。 



 

 

ア 地域の支援体制の構築を行う事業 

  民間事業者等との連携体制の構築、人材養成等を行うため、次に掲げ

る取組を選択して実施し、本事業の実施体制を構築する。 

（ア）地域の見守り体制の構築・調整やボランティアの受け入れ調整、自

治会活動の支援等の実施。 

（イ）（ア）の取組を中心的に担う人材の養成。 

（ウ）民間事業者等と連携した見守り体制の構築。 

（エ）その他、地域の支援体制の構築に資する取組の実施。 

 

イ 被災者のニーズ把握及び孤立防止のための支援を行う事業 

  住民等の生活実態を把握し、地域で孤立する恐れがある者に対して、

それぞれの抱える問題に応じたサービス提供を行うため、次に掲げる取

組を選択して実施する。 

（ア）巡回訪問による声かけにより住民の孤立感の緩和を行うとともに、

生活状況や課題等の把握を実施。 

（イ）公民館や空き店舗等を活用した交流の場の提供。 

（ウ）様々な分野の専門家を配置し、生活に関する総合的な相談窓口の設

置。 

（エ）住民一人一人に支援者が寄り添い、生活再建のための個別支援を実

施。 

（オ）その他、住民のニーズ把握や孤立防止のための支援を行う取組の実

施。 

 

ウ 関係者間の総合調整を行う事業 

  本事業を円滑に実施するため、次に掲げる連絡会議の開催等により、

関係者間の総合調整や、他の都道府県又は市町村等との連携を行う。 

（ア）行政、社協、社会福祉法人又はＮＰＯ法人等の関係者による事業の

実施方針の検討や情報交換等を行う会議の開催。 

（イ）都道府県と市町村との連携や市町村間の連携等、地方自治体間の連

携のための会議の開催。 

（ウ）応急仮設住宅の住民を含めた連絡会議の開催。 

 

エ その他、地域コミュニティの復興に資する事業 

  アからウまでの事業の他、つながりの場の設定のためのイベントの開

催や自治会の立ち上げ支援等、地域コミュニティの再構築に資する取組

を実施する。 

 

（２） 職員の配置 

実施主体は、本事業を実施するに当たって、必要な実務経験や専門的

知識を有する者を配置すること。 



 

 

（３） 実施上の留意事項 

ア 関係者・関係機関等との連携・協力 

  本事業の実施に当たっては、社協、民生委員・児童委員、ボランティ

ア団体、各職能団体、関係相談機関、民間企業等と十分な連携・協力を

行うことにより効果的な事業の実施に努めること。 

イ 個人情報の取扱い 

本事業の実施に当たっては、効果的な支援の実施のため、関係者間で

の個人情報の共有にできる限り努めると同時に、個人情報の適切な管理

に十分配慮し、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た秘密を漏ら

さないよう、職員等に対して厳しく周知徹底を図る等の対策を行うこ

と。 

  ウ 補助対象経費について 

経費については、事業の実施に係る給料、職員手当等、報酬、共済費、

報償費、旅費、賃金、需用費、使用料、賃借料、役務費、委託料、備品

購入費を補助対象とし、各経費の単価については、社会通念上相応の単

価を用いること。 



 

（別紙１） 

 

巡回相談指導等事業における関係機関との連携支援について 

 

 巡回相談指導等事業において、相談の結果を踏まえて、必要に応じて以下に

掲げる関係機関との連携支援等を実施すること。 

 

１ 就労を希望する者に対しては、公共職業安定所やホームレス自立支援セン

ター等の利用を促すこと。 

２ 住居の確保を希望する者に対しては、家賃が低廉な賃貸住宅に関する情報

提供や連帯保証人の確保等を行うとともに、緊急一時的な宿泊場所が必要な

者に対しては、ホームレス緊急一時宿泊施設等の施設の利用を促すこと。 

３ 福祉的援護が必要な者に対しては、福祉事務所、保健所等との連携の下、

必要な支援が受けられるようにすること。 

４ 健康状態が悪化している者に対しては、保健所、医療機関又は福祉事務所

等との連携の下、健康相談、保健指導等を行うこと。医療の必要があると思

われる者に対しては、適切な医療が受けられるよう、関係機関との密接な連

携を図りながら、医療機関への受診につなげること。さらに、精神面におい

ても対応が必要な者に対しては、心のケアについても精神保健福祉センター

や保健所等の協力を得て、相談活動の中に含めて行うこと。 

５ 親族との連絡が途絶えている者に対しては、可能な限り親族との交流促進

を目指した指導援助や親族からの援助が得られるための必要な助言等を行

うこと。 

６ 公的年金や雇用保険等の適用が見込まれる者に対しては、受給等の手続き

に関する助言・指導や関係機関への連絡等を行うこと。   

７ その他、就労意欲を向上させるための相談・指導、借金問題等の自立を阻

害する要因の除去、社会生活へ復帰するための指導援助など、自立のために

必要な指導・支援等を行うこと。 

 



 

（別紙２） 

 

ＮＰＯ等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事業の実施に係る手続について 

 

１ 補助基準上限及び補助対象経費 

  ＮＰＯ等民間支援団体１団体当たり年間 20,000 千円を上限として補助す

る。事業の実施期間が１年に満たない場合は、 

  20,000 千円×事業の実施月数／12 ヶ月を補助基準額とする。 

また、経費については、事業の実施に係る人件費、旅費、役務費、賃借料、

使用料、利用者食料費、備品購入費、需要費及び委託費を補助対象とし、各

経費の単価については、社会通念上相応の単価を用いること。 

なお、委託費が補助対象経費の大部分を占めている事業及び補助対象経費

が 500 千円に満たない事業は本事業の対象外とする。 

 

２ 事業の申請 

ＮＰＯ等民間支援団体が本事業を申請する際には、当該事業実施地域の都

道府県及び市区町村と協議の上、以下に掲げる事項を記載した書類を都道府

県知事に申請すること。 

（１）ＮＰＯ等民間支援団体の事業所の名称及び主たる事業所の所在地並びに

その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

（２）本事業の実施期間 

（３）当該団体の定款等及びその登記事項証明書又は条例等 

（４）運営規程 

（５）利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

（６）当該年度に係る事業計画 

（７）本事業の適切な実施に係る誓約書 

（８）交付申請額及び積算内訳 

（９）当該年度の収支予算書（当該事業に上乗せして事業を実施した場合は、

それらに係る収支を含む。） 

（10）その他都道府県知事が必要と認める事項 

 

３ 事業実績の報告 

  本事業を実施したＮＰＯ等民間支援団体は、毎年度、本事業に係る決算終

了後速やかに、以下に掲げる事項を記載した事業実績報告書を都道府県知事

へ提出すること。 

  なお、ＮＰＯ等民間支援団体は、本事業に係る収入及び支出について、当

該団体の監事による監査を必ず受け、適正な収支となっているところを証す

る監査結果の報告書を実績報告書に添付すること。 

（１）ＮＰＯ等民間支援団体の事業所の名称及び主たる事業所の所在地並びに

その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

（２）本事業の実施期間 



 

（３）本事業の実績（複数の事業所において行う場合は、事業所毎に記載する

こと。） 

（４）支出額及び支出内訳 

（５）当該年度の収支決算書（当該事業に上乗せして事業を実施している場合

は、それらに係る収支も含む） 

（６）その他都道府県知事、市区町村長が必要と認める事項 

  

４ 実施状況の報告 

  本事業を実施したＮＰＯ等民間支援団体は、平成２３年度上半期終了後速

やかに、平成２３年９月末時点の以下に掲げる事項を記載した実施状況報告

書を都道府県知事へ提出すること。 

（１）ＮＰＯ等民間支援団体の事業所の名称及び主たる事業所の所在地並びに

その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

（２）本事業の実施期間 

（３）本事業の実施状況 

（４）支出額及び支出内訳 

（５）その他都道府県知事が必要と認める事項 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（別添１８）  
 

地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業実施要領  
 
１ 目的  

地域においては、そこで暮らす方々、社会福祉や教育などの関連分野の関

係者、さらに地域社会を形成する他の様々な専門家、団体、機関によって多

様なネットワークが構成されている。このようなネットワークを活用し、中

国残留邦人等が地域の様々な行事に気軽に参加できるような仕組みを作り、

地域の中での理解や見守り・支え合いなど安心して生活できる環境を構築

し、中国残留邦人等の社会的自立を促すことを目的とする。  
 
２ 実施主体  

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村とする。ただし、

都道府県が地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業実施要領

３（１）から（４）の事業を実施する場合は、特定の指定都市、中核市又は

市区町村（以下「市区町村」という。）を構成メンバーとする支援連絡会を

都道府県に設置すること。また、地域の実情に応じ適切な事業運営が確保で

きると認められる民間団体等に事業の全部又は一部を委託することができ

る。  
 
３ 事業内容  
（１）地域住民に対する広報活動事業  

地域福祉の中核を担う民生委員、自治会長、老人クラブ会長等や地域

の事業主から地域の状況に応じた中国残留邦人等の支援事業に協力を得

られるよう、中国残留邦人等が置かれた立場や状況について理解を求め

る又は職場での受入れを求める等の説明会や催し等の広報活動を行う事

業。  
 
（２）支援リーダーの配置  
     地域における交流事業等に気軽に参加できるよう地域住民と中国残留

邦人等との調整を行う者（支援リーダー）に対して活動費及び必要に応じ

て通訳を同席させるなどネットワークの構築を支援する事業。  
    ア   配置  

支援リーダーは、中国残留邦人等が居住する地域に適宜配置できる。 
イ   資格  

自治会の会長等で地域における活動主体や住民と調整を図れる者  
  ウ   職務  

支援リーダーは、地域における様々な活動と中国残留邦人等のニー  
ズを把握し、活動主体や地域住民と調整を図り、中国残留邦人等が地

域の交流事業等に気軽に参加できる仕組みを構築する。  



 

 
（３）  地域で実施する日本語交流事業への支援  

地域の様々な世代の方々や中国残留邦人等同士の交流を通じて、日常  
会話レベルの日本語習得の支援や、地域での孤立を防止することを目的

とした事業。  
 
（４）関係職員等研修・啓発事業     

実施主体職員等の資質向上を目的とし、地域の状況に応じた支援を実施  
するために必要となる研修会等の実施や各種研修会への参加を支援する事

業。  
 
４ 秘密の保持  

本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重する

とともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を

漏らしてはならない。  



 

（別添１９）  
身近な地域での日本語教育支援事業実施要領  

 
１ 目的  
  帰国後、相当年数が経過しても日本語の習得が思うように進まず、地域社

会で生活する上で日本語による意思疎通が十分にできずに、地域住民と交流

が進まない一世、及び希望する仕事に就けない、あるいは、職場において十

分に自らの能力が評価されていないといった不満を抱いている二世・三世に

対し、生活圏内又はその周辺にある日本語教室等を活用して日本語を学習す

る機会を提供することを目的とする。  
 
２   実施主体  

実施主体は、指定都市、中核市又は市区町村とする（以下「市区町村」と

いう。）。  
  なお、特定の市区町村を構成メンバーとする支援連絡会を都道府県に設置

した場合は、都道府県を実施主体とすることができる。また、地域の実情に

応じ適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に事業の全部又は

一部を委託することができる。  
 
３ 事業内容  
（１）日本語教室の開催に必要な経費の支援  
     日本語が不自由な中国残留邦人等が日本語学習を希望する場合に生活  

圏内又はその周辺に所在するボランティア等が実施する日本語教室

を紹介するとともに、日本語教室に対しては、安定的な教室の開催や学

習内容の充実を図るため、事業主体に対して援助を行う。  
 
（２）民間日本語学校利用時の受講料等支援  
     民間日本語学校利用者に対して、入学金及び受講料の一部援助を行う。 

 
４ 実施上の留意事項  
（１）対象  
  ア 「日本語教室の開催に必要な経費の支援」の対象事業  

次の者が受講中又は受講予定の実施主体が主催する日本語教室と  
する。  

       なお、日本語教室の授業の一環で行う交流事業についても対象とす

る。  
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「法」という。）第２条

第１項に規定する者及び法施行規則（平成６年厚生省令第６３号）第

１０条に規定する親族等で本邦に永住帰国した者  
 



 

イ 「民間日本語学校利用時の受講料等支援」の対象者  
  上記に掲げる者とする。  

   
（２）援助の対象経費  
    ア   「日本語教室の開催に必要な経費の支援」  

日本語教室等開催に必要な経費のうち、厚生労働省が認めた経費と

する。  
    イ   「民間日本語学校利用時の受講料等支援」  

民間日本語学校利用時に必要な経費のうち、入学金及び受講料の合

計額のうち厚生労働省が認めた額とする。  
 
（３）日本語能力の目標達成  

実施主体は、利用者の日本語能力の目標を把握し、各ブロックに設置し  
ている中国帰国者支援・交流センターの日本語指導員と連携しながら、

目標達成に向け助言すること。  
 
（４）秘密の保持  

本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重す  
るとともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘  
密を漏らしてはならない。  

 
 
 
 
 
 
 



 

（別添２０）  
自立支援通訳等派遣事業実施要領  

 
１ 目的  

永住帰国した中国残留邦人等は、長期にわたって帰国がかなわず、帰国後

も言葉、生活習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に

遭遇している現状を踏まえ、中国残留邦人等に自立支援通訳、自立指導員、

就労相談員を派遣及び巡回健康相談を実施して、必要な助言、指導等を行う。 
 
２   実施主体  

実施主体は、指定都市、中核市又は市区町村とする（以下「市区町村」と  
いう。）。  

なお、特定の市区町村を構成メンバーとする支援連絡会を都道府県に設置

した場合は、都道府県を実施主体とすることができる。また、地域の実情に

応じ適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に事業の全部又

は一部を委託することができる。  
 

３ 事業内容  
自立支援通訳、自立指導員、就労相談員及び巡回健康相談員（以下「自立

支援通訳等」という。）が、実施主体担当課（以下「担当課」という。）の

指示により次の業務を行い、自立支援通訳等相互の連携と協力を図るととも

に、福祉事務所、公共職業安定所等の関係機関と連携し、中国残留邦人等支

援の実効を上げる事業。  
（１）自立支援通訳派遣事業  
  ア 巡回健康相談を受ける場合に通訳を行うこと。  
  イ 医療機関で受診する場合に通訳を行うこと。  
  ウ 支援給付実施機関等の関係行政機関から、援助を受ける場合に通訳を

行うこと。  
  エ  学校生活上生じた問題や進路について相談する場合に通訳を行うこ

と。  
  オ 介護保険制度による介護認定及び介護サービスを利用する場合に通訳

を行うこと。  
  カ 一時帰国旅費の支給を受け一時帰国した場合に通訳を行うこと。  
  キ 別に定める「職場体験学習実施要領」により実習を受ける場合に通訳

を行うこと。  
  ク 自らの業務に必要な技能・技術及び知識の向上を図るため、公共職業

能力開発施設認定職業訓練を実施する施設及び都道府県知事から職場

適応訓練の実施を委託された事業所で実施する短期間の訓練課程を受

講する場合に通訳を行うこと。  
 
 



 

（２）自立指導員派遣事業  
  ア   日常生活等の諸問題に関する相談に応じ、必要な援助を行うこと。  
  イ   支援・相談員、自立支援通訳及び福祉事務所等と緊密な連絡を保ち、

必要に応じて福祉事務所等の窓口に同行して仲介するとともに必要な

意見を述べること。  
  ウ 日本語の指導、日本語教室等日本語補講についての相談及び手続の介

助を行うこと。  
  エ   職業訓練施設で受講している際に係る諸問題の相談に応じ、必要な援

助を行うとともに、円滑かつ効果的な職業訓練が行われるよう援護措置

を講じ、もって技能習得後の雇用安定が図られるよう配慮すること。  
  オ 自立指導員は毎月１回適宜の方法により業務の状況を取りまとめ担当  

課に報告すること。  
 
（３）就労相談員派遣事業  
  ア 地域ごとに巡回して就労相談、指導を行うこと。  
   イ   日本の労働事情、雇用慣行及び地域の職業事情について説明を行うこ

と。  
   ウ   適正を見極め、個々の実情にあった職業を選択し指導すること。  
  エ 個別の就労指導のため公共職業安定所、企業等へ引率すること。  
   オ 既に就労している者に対して、安易な離職を防ぐための相談、指導を  

行うこと。     
  カ 企業等の雇用主、人事担当者に対して就労希望者の状況について説明  

し、職場開拓を行うこと。  
   キ 就労に関する情報提供を適宜行うこと。  
   ク 就労相談員は毎月１回適宜の方法により業務の状況を担当課に報告す  

ること。  
 
（４）巡回健康相談の実施  
    地域巡回、個別訪問等の方法により次に掲げる事項について、相談に応

じるとともに、必要な助言及び指導を行うものとする。  
    なお、実施に当たり担当課は、事前に対象世帯に通知する。  
    また、対象世帯から同意を得た場合には、担当課は医師又は看護師、保  

健師等に当該者の健康医療等に関する情報を提供できる。           
  ア 医療機関の受診指導と利用方法等のこと  
  イ 行政機関が行う検診及び予防接種のこと  
  ウ 健康管理、食生活、栄養、生活衛生等のこと  
  エ リハビリテーション、在宅介護等のこと  
   
４   派遣対象世帯  

 次に掲げる者が属する世帯のうち、実施主体の長が派遣を必要と認めた世

帯とする。（ただし、（２）については、同行して一時帰国した者のみを同



 

一世帯に属する者とする。）  
（１）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号。以下「法」という。）第２条第１項に規

定する者及び法施行規則（平成６年厚生省令第６３号。）第１０条に規定

する親族等で本邦に永住帰国した者。  
 
（２）法第２条第１項に規定する者であって、本邦に一時帰国した者（自立支

援通訳派遣に限る。）。  
 
５ 自立支援通訳等の選任  
  実施主体の長は必要に応じて自立支援通訳等を選任することとし、概ね次

の要件を備えている者のうちから自立支援通訳等としてふさわしい者を選任

するものとする。  
  なお、同じ者が複数の職を兼務しても差し支えない。  
（１）自立支援通訳  
  ア 中国語又はロシア語と日本語との通訳の能力を有すると認められるこ

と。  
  イ 中国残留邦人等の援護に関し、理解と熱意を有すること。  
 
（２）自立指導員  
  ア 中国残留邦人等に深い関心と理解を持ち、この業務に積極的に協力す

ると認められる民間の篤志家。  
  イ 中国語又はロシア語が理解できる者  
       なお、日本語指導を担当する自立指導員については、必ずしも上記の

要件を備えていることを必要としない。  
  ウ 自立指導員の数は、対象世帯の実態及び地理的条件等を勘案の上、実

施主体の長が定めるものとする。  
 
（３）就労相談員  
  ア 中国残留邦人等に深い関心と理解を持ち、この業務に積極的に取り組

むものと認められる者。  
   イ   地域の職業事情に精通している者。  
   ウ 労働法規等を理解している者。  
   エ 中国語又はロシア語が理解できる者。  
    ただし、エの要件については、ア～ウの要件を十分に備えている場合

には、不可欠の要件としない。  
 
（４）巡回健康相談員  
   中国残留邦人等に深い関心と理解を持ち、この業務に積極的に取り組む  

ものと認められる医師、看護師及び保健師等。  
  



 

６ 自立支援通訳等の派遣期間等  
  派遣回数、期間等は、当該対象世帯の自立状況等により弾力的に運  
用する。  

 
７ 自立支援通訳等の留意事項  
  実施主体の長は、自立支援通訳等に対し、次の留意事項を徹底し遵守させ

なければならない。  
（１）自立支援通訳等は、業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その

身上に関する秘密を守らなければならないこと。  
 
（２）自立支援通訳等は、業務を行うに当たって、担当課と緊密な連絡を保た

なければならないこと。  
 
８ 自立支援通訳等の解任  
  実施主体の長は、自立支援通訳等が次のいずれかに該当する場合には、解

任することができるものとする。  
（１）業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められた場合  
 
（２）自立支援通訳等としてふさわしくない行為があったと認められた場合  
 
９ 自立支援通訳等に対する手当等  
  実施主体の長は、自立支援通訳等に対し、手当及び活動費（交通費）を支

給できるものとする。また、自立指導員派遣事業及び就労相談員派遣事業の

業務を行う者に対し、活動推進費を支給できることとし、その基準等は別に

定めるところによるものとする。  
 
10 秘密の保持  

本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重する

とともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を

漏らしてはならない。  



 

（別添２１）  
 

中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要領  
 
１ 目的  
    本事業は、中国残留邦人等に対して個々の実状とニーズを踏まえつつ、日

本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助

長を図ることを目的とする。  
 
２ 実施主体  
    実施主体は、指定都市、中核市又は市区町村とする（以下「市区町村」と

いう。）。  
  なお、特定の市区町村を構成メンバーとする支援連絡会を都道府県に設置

した場合は、都道府県を実施主体とすることができる。また、地域の実情に

応じ適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に事業の全部又は

一部を委託することができる。  
 
３ 個別支援メニューの例  
（１）拠点施設を活用した支援  
  ア 日本語教室等通所（学）活動推進  
    中国帰国者支援・交流センター等が行う日本語等各種学習、交流事業  

及び生活相談の紹介とあっせんを行い、通所（学）に必要な交通費及び  
教材費の支給を行う。  

  イ 自学自習者に対する相談等  
       自学自習者のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自  

学自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行い、学習に必要な教  
材費の支給を行う。  

 
（２）地域のネットワークを活用した支援  

ア 地域で実施する交流事業  
       地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介する。  

イ 地域での日本語教室等  
    （ァ）民間日本語学校の紹介  
          地域で開講している民間の日本語学校を紹介する。  
    （ィ）ボランティア日本語教室の紹介  

地域において、ボランティア団体等が開催している日本語教室を紹  
介する。  

  ウ 地域での就労等支援  
  （ァ）生活保護受給者等就労支援事業の活用  
     就労による自立を目指す者に対し、公共職業安定所と福祉事務所等  

とが連携し、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じた就労支援を行う。 



 

  （ィ）就労に役立つ資格取得支援  
     就労に役立つ資格取得を希望する者に対し、個々人の希望に添った  

資格取得のための各種学校法人等を紹介し、入学金、学費及び資格試

験受験料を援助する。  
 
（３）親族訪問（訪中支援）  

親族訪問及び墓参等のため一定の期間、中国等に渡航する場合にその渡  
航中は生活扶助費を継続支給するとともに、渡航費用は、収入認定しない。 

 
（４）その他  
   その他、実施主体が中国残留邦人等のニーズに応じ、独自に実施する支  

援事業を援助する。  
 
４ 秘密の保持  
    本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重する

とともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を

漏らしてはならない。  
 
※ 本事業は、「生活保護受給中の中国帰国者等への地域生活支援プログラム

について」（平成１９年３月３０日社援発第０３０００７号）に基づき実施

するものである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（別添２２）  
 

支援給付適正実施推進事業実施要領  
 
１ 目的  
  本事業は、支援給付の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検

強化等による医療支援給付の適正化、居宅介護支援計画点検等強化による介

護支援給付の適正化、収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化の

取組を推進することを目的とする。  
 
２ 実施主体  
  実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（町村については

福祉事務所を設置している町村に限る。）とする。  
 
３ 事業内容  
（１）診療報酬明細書点検等充実事業  
   外部委託又は嘱託職員の雇用等により、支援給付にかかる診療報酬明細

書の資格審査、内容点検（単月・縦覧）を強化し、診療報酬の決定の適正

化を図るとともに、指定医療機関による診療報酬請求の適正化を図る。  
 
（２）居宅介護支援計画点検等強化事業  
   外部委託又は介護支援専門員等を雇用し、支援給付受給者のケアプラン

の点検、当該者に対する介護サービスの利用にかかる指導・援助及び指定

介護機関との連絡調整等を行うことにより、介護支援給付の適正な給付を

図る。  
 
（３）収入資産状況把握事業  
   支援給付にかかる収入申告書の徴取や関係先調査の実施等によって収入

資産状況を的確に把握することにより、不正受給の防止を図る。  
 
（４）業務効率化事業  
   支援給付事務の効率化を図るため、ＩＴ活用を支援する事業。  
 
４ その他  
  上記３（１）の「診療報酬明細書点検等充実事業」の実施にあたっては、

次の事項に留意すること。  
 ア 診療報酬明細書の資格審査、内容点検（単月・縦覧）は、その対象とな

る全ての診療報酬明細書について実施すること。  
 イ 事業の実施にあたっては、四半期ごとに「対象件数」、「点検種類ごと

の点検件数」を厚生労働省に報告すること。  
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